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１ 総 則 
 
1-5 大槌町防災会議 
 

1-5-1 大槌町防災会議条例  

昭和38年10月１日 

条例第13号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、大槌町防災会議（以

下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

一部改正〔平成12年条例20号〕 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 大槌町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。 

(２) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(４) 水防法（昭和24年法律第193号）第33条の水防計画を審議すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

一部改正〔平成23年条例４号・25年20号〕 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 ５人以内 

(２) 町の区域を警備区域とする自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者 ２人以内 

(３) 岩手県知事部局内の職員のうちから町長が任命する者 ３人以内 

(４) 岩手県警察官のうちから町長が任命する者 ２人以内 

(５) 釜石・大槌地区行政事務組合の消防職員のうちから町長が任命する者 ２人以内 

(６) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 12人以内 

(７) 教育長及び教育次長 

(８) 消防団長 

(９) 指定公共機関の職員のうちから町長が任命する者 ５人以内 

(10) 指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 ５人以内 

(11) 公共的団体の職員及び防災上重要な施設の管理者のうちから町長が任命する者 ６人以内 

(12) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 ３人以内 

(13) その他町長が必要と認める者 

６ 前項の委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

一部改正〔平成８年条例20号・10年２号・18年４号・25年20号〕 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共

機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議

に諮つて定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和50年３月22日条例第13号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和60年３月30日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和63年３月22日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年12月18日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年３月16日条例第２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為に対する大槌町火災予防条例の罰則の適用については、この条例の施行後も、なお

その効力を有する。 

附 則（平成12年３月13日条例第20号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月９日条例第４号） 

この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月10日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年６月19日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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1-5-2 大槌町防災会議運営規程 

 

大槌町防災会議運営規程 

 

昭和44年４月１日 

訓令第１号 

（目的） 

第１条 この規程は大槌町防災会議条例（昭和38年条例第13号。以下「条例」という。）第５条の規

定に基づき、大槌町防災会議（以下「防災会議」という。）の運営に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 

（防災会議） 

第２条 防災会議の招集は、会長が会議開催の５日前までに開催日時、開催場所及び議事を示して委

員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。 

１ 防災会議は、会長（会長に事故があるときは、その指名する委員）及び委員の過半数が出席しな 

ければ会議を開くことができない。 

２ 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところに 

よる。 

 

（補則） 

第３条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、昭和44年４月１日から施行する。 
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1-7 大槌町の概況 
 

1-7-1 災害記録 

(1) 火災（大規模なものに限る）                                                      (1/2) 
 
 
番号 年      代 記       録 

 

１ 1741 寛保元 

 正月１日八日町舛屋理兵衛宅より出火大火となる。八日町49軒、向川原7軒、四日町2軒 

焼ける。右の火付犯人付長七は引き廻しの上大槌川原で磔となる。火災後代官戸来源左 

衛門出張して四日町、八日町両町の街路に防火用中堰を完成する。（梅荘見聞録） 

２ 1761 宝暦11  正月15日、八日町舛屋理兵衛宅より出火38軒類焼、飛火で江岸寺を全焼。 

３ 1786 天明６  ３月９日夜、大念寺自火により全焼する。（東梅社見聞録） 

４ 1799 寛政11  11月16日夜、八日町大常陸屋長三郎厩より出火、70戸類焼する。（梅荘見聞録） 

５ 1803 享和３  甲子村大松より大槌まで又両石、白浜にも山火事あり大騒。 

６ 1816 文化13 
 ５月26日巳刻（午前10時頃）安渡弥助より出火大火となる。表軒23軒、表通り21軒焼失、

潰家３軒、戸数にして72戸類焼。 

７ 1825 文政８ 
 ３月18日夜、江岸寺小屋より出火、庫裏へ類焼のところ、数百人集まり、大事に至らず 

 消し止めた。 

８ 1829 文政12  ２月28日夜向川原水上屋万右ヱ門飴釜より出火、計183軒類焼する。 

９ 1836 天保７  12月18日夜五つ時向川原高田屋嘉八裏の厩より出火、９軒類焼する。 

10 1841 天保12  12月４日夜四つ時釜石村門前の丑松宅より出火、140軒焼失。 

11 1842 天保13  ９月22日釜石村只越新屋敷より出火、大火となり120軒焼失。 

12 1852 嘉永５  12月10日向川原長九郎分家菊松の厩より出火あり。（江岸寺年表） 

13 1876 明治９  ３月１日尾形十蔵宅より出火、大火となり300軒余焼失する。   

14 1909 明治42  12月22日夜６時向川原大森一郎方より出火、311戸焼失。10時鎮火する。 

15 1914 大正３  ５月向川原に火災あり。21戸全焼、２戸半焼する。 

16 1946 昭和21 
 12月28日午後11時50分頃向川原浜崎仙吉方より出火、北西の風瞬間風速20メートルに 

あおられ、住宅85戸、471名罹災、翌午前１時鎮火。 

17 1950 昭和25 
 12月14日午前２時50分岩手県立大槌高校（四日町役場裏旧青年学校）より出火、校舎 

２棟、役場付属建物1棟、農業倉庫全焼。 

18 1953 昭和28 
 11月21日午前３時四日町大槌町役場より出火、役場庁舎、大槌小学校、大槌保育所全 

 焼。損害額７千万円。 
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(2/2) 
 
 
番号 年      代 記       録 

 

19 1967 昭和42  辺津ヶ沢山林大火災２日間燃える。約1143ha、損害額1,515万円。 

20 1968 昭和43 
 ３月６日深夜、三枚堂の山林から出火、峰伝いに町方の山に延焼、一時避難命令が出され 

 る。約77ha、損害額5,500万円。 

21 1971 昭和46  ５月12日13時55分、祝田山林火災、約38.2ha、損害額3,200万円。 

22 1972 昭和47  ３月18日午後4時10分新町住宅火災（原因は寝たばこによる） 焼死者１名 

23 1976 昭和51  １月13日午前1時30分、栄町、白銀清所有アパート火災 焼死者３名 

24 1983 昭和58 

 ４月27日桜木町裏山山林火災 

 15時23分桜木町裏山山林より出火、強風注意報、異常乾燥注意報（継続）発令中、折 

 からの突風により各所へ飛び火。 

 軽傷１人、住家被害１万円、農業施設被害１万円、林業関係被害110.91ha、36,082万円、 

学校被害３万円、総被害額36,087万円。 

25 1986 昭和61  １月12日午後２時頃、大町住宅火災（原因 子供の火遊び） 焼死者１名 

26 1992 平成４  ３月１日午後９時４分 赤浜住宅火災  焼死者１名 

27 1993 平成５  １月28日19時39分頃 赤浜住宅火災  焼死者１名 

28 2001 平成13  ５月19日19時、飛内山国有林火災約24ha焼失 
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(2) 大雨・洪水                                                                       (1/3) 
 
 
番号 年      代 記       録 

 

１ 1247 宝治元  白鬚の大洪水県内被害甚大。（奥々風土記、邦内郷村誌） 

２ 1637 寛永14  ６月23日より４日間大雨洪水となる。（気仙年表） 

３ 1653 承応２  諸国洪水。（遠野年表） 

４ 1683 天和３ 
 ３月21日大雨洪水となったが、11月21日より北風烈しく又古今に覚えぬ大風雨となり浦々

大分破損の家を出す。（古今代伝記） 

５ 1707 宝永４  此の年５月、８月、９月洪水３回あり。（官職記） 

６ 1860 万延元  ５月12日、６月10日とも雨月洪水。（釜石年表） 

７ 1948 昭和23 

 ９月16日、アイオン台風の襲来に伴い、豪雨230㎜、大槌川、小鎚川増水、午後11 

 時30分大石堤防並びに安渡橋左岸堤防決壊し、松の下、向川原、大須賀全戸床上浸水死 

 傷者なし。 

８ 1965 昭和40  台風17号による豪雨のため約300戸床下浸水。 

９ 1972 昭和47 
 ９月17日台風20号に伴う豪雨のため、大槌、小鎚両川の13橋流失と30ヵ所に及ぶ 

 堤防決壊 

10 1979 昭和54 
 ３月31日低気圧による暴風雨、波浪、最大風速35m記録 

 死者１名、軽傷者２名、住宅・倉庫の半壊、一部破損等被害あり 

11 1979 昭和54 

 10月19日台風20号による暴風雨。 

   軽傷４人 

   家屋   住家一部破損１棟 50万円 

             床上浸水 101棟 352人、床下浸水 505棟 1,639人、倉庫等57棟 1,286万円 

   農業被害 農地 1,700万円 農業用施設 12,150万円 農作物被害 2,669万円 

        林道 8,000万円                  総被害額       25,855万円 

 

12 1980 昭和55 
 ８月28日大雨、洪水。大槌川 80㎝ 小鎚川 160㎝  総雨量 228㎜ 

 国道45号線 吉里吉里３丁目地内で土砂崩れ 

13 1981 昭和56 

 ８月23日台風15号による暴風雨。 

   家屋   住家一部破損１棟10万円 床上浸水４棟13人 床下浸水87棟 312人 

        非住家30棟92万円 

   農業関係被害   62,060万円 

   土木関係被害   58,550万円 

   水産関係被害    2,493万円         総被害額     123,205万円 

14 1981 昭和56 

 ９月27日低気圧による大雨、洪水。 

   家屋   住家一部破損20棟 48 人 20 万円 

        床下浸水 176棟 605人53万円 非住家20棟80万円 

   農業関係被害  田畑の冠水等 7.63ha 42万円  頭首工 ２カ所 2,800万円 

           その他30万円       総被害額      3,025万円 
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(2/3)  
 

 
番号 年      代 記       録 

 

15 1982 昭和57 

 ４月16日低気圧による大雨、洪水。雨量 175㎜ 最大雨量 350㎜ （新山） 

   家屋   住家床上浸水 ２棟 ５人 6万円  床下浸水59棟213人 59万円 

        一部破損 ２棟 ８人  90万円 

   農業関係被害  田の冠水 21ha 2,378 万円 

   土木関係被害  町道 道路決壊15ヶ所 8,840万円 

                        総被害額     11,373万円 

16 1982 昭和57 

 ８月30日大雨、洪水。 

   家屋   住家床上浸水22棟56人 22 万円 床下浸水 253棟 989人  76万円 

        住家以外の建物 139棟31万円 

   農業関係被害  田畑 146.22ha   農道林道等25ヶ所 6,240万円 

   土木関係被害  土木施設被害21ヶ所 4,183万円 

   その他の被害   134万円            総被害額      10,686万円 

17 1982 昭和57 

 ９月12日台風18号 雨量 107㎜ （12日102.5 ㎜､13日4.5 ㎜） 最大雨量 145㎜ （新山） 

   家屋   住家床下浸水47棟 177人  住家以外の建物 ７棟（床下 ２, 床上 ５） 

   農業関係被害  農作物2.22 ha  481万円 

   土木関係被害  護岸決壊 ２箇所 250万円  橋梁決壊 １箇所 200万円 

                        総被害額       931万円 

18 1983 昭和58 
 ７月５日から７月６日低気圧による大雨。 

   土木関係被害  道路 21,800千円                総被害額   21,800 千円 

 

19 1983 昭和58 

 ８月19日台風５号による大雨。 

   家屋   非住家１棟 床上浸水 

   土木関係被害   河川 14,200千円 道路 85,400千円 総被害額  99,600千円 

20 1984 昭和59 

 ４月20日低気圧による大雨・洪水。 

   農業関係被害   共同利用施設8棟  740千円 

   土木関係被害   道路 26,900千円        総被害額   27,640千円 

21 1985 昭和60 
 ６月30日から７月１日台風６号による大雨・強風 

   土木関係被害   道路 28,600千円        総被害額   28,600千円 

22 1986 昭和61 

 ８月５日台風10号による大雨。 

   家屋   住家一部破損１棟 1,200千円 

        床上浸水５棟 30千円､床下浸水 154棟 154千円 

   農業被害 農業用施設 20,000 千円 農作物被害   643千円 林業施設 2,000千円 

        森林 939千円 

   土木被害 河川 444,100 千円 道路  96,000千円 

   商工関係被害 8,650 千円             総被害額  573,716千円 
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(3/3) 
 

 
番号 年      代 記       録 

 

23 1988 昭和63 
 ８月29日から30日低気圧による大雨 

   土木関係被害   道路 155,250千円        総被害額  155,250千円 

24 1989 平成元 

 ８月27日から30日台風17号による大雨 

   農業被害 農作物被害  3,008千円 

   土木被害 道路  32,425千円            総被害額   35,433千円 

25 1990 平成２ 

 11月４日から５日低気圧による大雨 

   家屋   床下浸水  20棟 

   農業被害 農業用施設  10,900千円 農地   126,064千円 

   土木被害 河川・道路  140,300千円        総被害額  277,264千円 

26 1990 平成２ 

 11月30日から12月１日台風28号による大雨 

   家屋   一部破損 １棟 床上浸水 １棟、床下浸水 85棟 

               非住家   ７棟 

   林業被害 林道  2,000千円 

   土木被害 道路  2,000千円                      総被害額    4,000千円 

27 1991 平成３ 
 ９月19日から20日台風18号による大雨。 

   土木被害 河川    7,700千円 道路  36,000千円  総被害額   43,700千円 

28 1993 平成５ 

 ６月３日から４日大雨・洪水。 

   農業関係被害  農業用施設 4,000千円  農地  10,000千円 

   土木関係被害  河川  6,200千円 道路  86,000千円 

                                                       総被害額  106,20千円 

29 1994 平成６ 

 ９月15日から16日秋雨前線による大雨 

   家屋   床上浸水  ４棟、床下浸水  65棟、非住家10棟    4,484千円 

     農業関係被害  農地  6,000千円、水路  38,000千円、農道  18,000千円 

           農業用施設 5,000千円  農作物  12,000千円 

   林業施設    林道 25,000千円 

   土木関係被害  河川  62,400千円 道路  98,200千円 

                            総被害額  269,084千円 

30 1994 平成６ 

 ９月30日台風26号による大雨 

   家屋   床上浸水  ４棟、床下浸水  54棟、非住家 26棟   3,905千円 

     農業関係被害  農地  5,200千円、水路  2,000千円、農道  8,300千円 

           農業用施設  29,600千円 

   林業施設    林道 81,400千円 

   土木関係被害  河川  27,400千円  道路  52,400千円 

                            総被害額  210,205千円 
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31 2016 平成28 

 

8月29日から8月31日台風10号による大雨 

 住宅・仮設住宅被害  床上浸水 29世帯  床下浸水38世帯  自宅周辺被害 4件 

 庁舎等被害      車両 2件 1,056千円 

 商工・観光施設被害  商工施設 9件 7,850千円  

床上浸水 7件 その他 2件（機械器具等） 

 農林水産業施設被害  農林 32箇所 355,000千円（概算）※農林被害調査率85％ 

                   農地（田）12箇所 2.4ha 30,000千円 

頭首工9箇所 301,000千円 

            水路 10箇所 19,000千円 

道路  1箇所   5,000千円 

            水産 27件  32,237千円 

 公共土木施設被害      24件  238,600千円 

 

              総被害額 658,743千円 

32 

 

2019 

 
令和元年 

10 月 12 日から 10 月 14 日台風 19 号による大雨等 

① 住家・非住家・仮設住宅被害 

 ○ 一  般 住 宅：全壊１棟、床上浸水５棟、床下浸水 20 棟 

○ 災害公営住宅：給湯器カバー破損 1 件、落石 1 件 

 ○ 応急仮設住宅：被害なし。 

 ○ 非  住  家：全壊 1 棟、一部損壊７棟 

② 農林水産業施設被害 

 ○ 農林関係 48 箇所 105,850 千円（概算） 

  ・ 農作物被害 10 箇所 2,000 千円  ・ 農地被害 ５箇所 3,000 千円 

  ・ 農業用施設  5 箇所 63,000 千円  ・ 林道 88 箇所 37,850 千円 

○ 水産関係 17 件 

・ 漁船 １隻（転倒による被害）   ・ 養殖施設 かき 15台（ロープ破断）  

・ ホタテ １台（ロープの破断） 

③ 公共土木施設被害 

 ○ 河川関係 

  ・ 普通河川 9 箇所   ・準用河川 ２箇所  

 ○ 道路関係 

  ・ 土砂流入 14 箇所 ・路面洗堀 15 箇所 ・ 路面冠水 24 箇所 

④ 社会教育・福祉施設被害 

 ○ 学校等 

  ・ 大槌学園：備蓄倉庫のドアガラス破損 

  ・ 吉里吉里中学校：備蓄倉庫基礎ブロックのずれ、グラウンドへ 

  の土砂流入 

 ○ 運動場 

  ・ 相撲場屋根（天幕）一部破損 

 ○ 分館等 

  ・ 安渡分館１階ホール雨漏れ 
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(3) 地震・津波                                    (1/2) 
 
 
番号 年      代 記       録 

 

１ 1614 慶長19 10月28日午後2時頃、三陸大津波溺死の人3,000人（陸中沿岸史） 

２ 1616 元和２ 10月28日八日町市日に津波、古明神まで侵入する。（古城、官職記） 

３ 1677 延宝５ ３月12日夜大地震で大汐寄せその月中騒動する。（古今代伝記官職記） 

４ 1703 元禄16 11月22日午後10時ころ大地震あり、大騒ぎする。 

５ 1751 宝暦元 

５月２日昼２時頃大汐７度小汐５度（津波）あり暮６時頃汐が引く人畜に被害はなかった

が四日町、八日町、向川原海のごとくと見える。（これに地震の記録はないが、中央気象

台の調査の結果５月２日（大陰暦）太陽暦になおしてみれば、前日現在のチリに地震津波

の記録あり。昭和35年５月24日のチリ地震津波と同じか） 

６ 1774 安永３ ５月３日、津波大地震地割れあり。（宮古、遠野年表） 

７ 1793 寛政５ 

１月７日正午頃大地震３回、大津波となり、蓬莱島の上を越し大槌町内裏通り垣根まで浪

押す。その後も毎日２、３回地震があり、浪も７日程押し、海岸の者山に移る。大槌浦船

３艘行方不明、２艘破損。安渡海手の家少なからず破損。 

８ 1856 安政３ ７月23日中津波家屋流失大槌の被害不明（宮古年表） 

９ 1896 明治29 
６月15日（旧５月５日）午後８時20分津波あり総戸数1,172戸のうち526戸罹災、総人口

7,027名のうち599名死亡 

10 1931 昭和６ 
今暁県下一帯強震あり、下閉伊郡小国村及び上閉伊郡金沢村に亀裂断層を生じ、石垣崩壊

木炭破壊その他被害あり。 

11 1933 昭和８ 
３月３日未明大地震あり、死者39名、行方不明23名、住宅被害（倒壊225、流失397、床上

浸水201、床下浸水122）地震規模M8.3 

12 1960 昭和35 
５月24日午前4時前後から三陸沿岸一帯に大津波あり 住家被害（全壊36、半壊187、流失

44、床上浸水345）罹災者数6,542名 震源地チリ 

13 1964 昭和39 

３月28日12時44分、東北地方各地に顕著な遠地地震が記録された。この地震の震央はアラ

スカ南方近海でこの地方の被害は地震津波の被害甚大であった。この地震に伴った大津波

は地震発生後約７時間、28日19時40分東北地方太平洋岸に達し、４月１日まで２ｍから２

ｍの津波を記録した。地震規模M8.2 

14 1968 昭和43 
５月16日午前９時40分十勝沖地震津波（1.5～3.5m）漁船、漁具、養殖施設等約３億円の被

害 

15 1978 昭和53 
６月12日午後５時15分地震発生。震源地宮城県沖100㎞、深さ40㎞、M7.5。東北太平洋沿岸

に津波警報発令（17時21分）最高潮位90㎝ 
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(2/2) 
 
 
番号 年      代 記       録 

 

 

16 2003 平成15 

５月26日午後６時37分地霧発生。 

震源地宮城県沖20km 深さ60km M7.0 津波無し。 

軽傷者１名 住家一部損壊 57棟 7,270千円  

非住家 26棟 3,900千円 農業施設等被害 3,000千円  

林業施設被害 2,100千円 漁業関係被害 30,500千円  

土木被害3,000千円 学校被害605千円 

医療施設被害 400千円 商工関係被害 340千円  

被害総額51,115千円 

 

17 2010 平成22 

２月28日午後３時34分地震発生。 

震源地南米チリ 深さ約35km M8.8  

町潮位観測システム 1.45m観測  

養殖施設 75,199千円  

水産物 42,125千円 被害総額 117,324千円 

 

18 2011 平成23 

３月11日午後２時46分地震発生。 

震源地宮城県沖 M9.0 深さ24ｋｍ 

死者853名 行方不明者431名(平成26年１月31日時点 関連死含む) 

住家 全壊3,092棟 大規模半壊502棟 半壊123棟 一部損壊161棟(平成26年１月31日時点)   

非住家 全壊18棟 大規模半壊２棟 半壊１棟 (大槌町被災概要復興編 平成25年５月１日)  

水産業被害 5,127,926千円 農業被害 610,000千円 林業被害 69,241千円   

商工業被害 8,867,745千円 観光業被害 384,607千円役場庁舎等被害 9,555,102千円 

消防施設等被害 427,364千円 道路・海岸等被害 48,181,244千円  

上水道施設被害 61,932千円 学校被害 3,044,796千円  

社会教育施設被害 284,140千円 社会福祉施設被害 136,660千円 

被害総額76,750,757千円(復興基本計画平成23年12月) 
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２ 災害予防計画 
 

2-2 地域防災活動活性化計画 
 

2-2-1 自主防災組織の現状 

（令和４年４月末現在） 

(組織率49.1％ 令和４年４月末世帯数 5,286世帯) 

2-2-2 自主防災連絡会の現状 

（令和４年７月末現在） 

№ 名  称 No 名  称 

１ 臼沢自治会 16 大ヶ口一丁目町営住宅自治会 

２ 花輪田自治会 17 松の下町営住宅自治会 

３ 小枕地区自治会 18 県営屋敷前アパート自治会 

４ 源水自治会 19 小鎚三隣会 

５ 大ヶ口団地自治会 20 対間地区育成会 

６ 大ヶ口町内会 21 蕨打直地区振興会 

７ 柾内町内会 22 前段地区振興会 

８ 迫又町内会   

９ 沢山町内会   

10 安渡町内会   

11 赤浜自治会   

12 花道育成会   

13 吉里吉里結和会   

14 吉里吉里越郷会   

15 吉里吉里若葉会   

№ 名  称 結成年月日 組織数(世帯) 

１ 源水自主防災会 H16.7 108 

２ 浪板地区自主防災会 H17.1 160 

３ 安渡町内会自主防災事業部 H17.5 200 

４ 吉里吉里若葉会町内会自主防災部 H17.5 164 

５ 赤浜自主防犯防災会 H20.2 247 

６ 沢山自主防災会 H21.4.1 242 

７ 大ケ口団地自主防災会 H24.3 322 

８ 花輪田自治会 年月日不明 152 

９ 吉里吉里結和会防災事業部 H30.4 240 

10 吉里吉里花道育成会自主防災部 H30.4 113 

11 吉里吉里公民館自主防災部 H30.4 （吉里吉里全体） 

12 吉里吉里越郷会総務防災部 H30.5 186 

13 臼澤自治会自主防災部 H28.4 348 

14 県営屋敷前アパート自治会防犯防災部 H28.6 118 

計 2,600 
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2-6 通信確保計画 
 

2-6-1 防災行政無線 

名 称 数 備 考 

親局設備 一式 中央公民館 

中継局設備 一式 城山 

固定系遠隔制御器 ３台 役場庁舎、大槌消防署、新おおつち漁協 

固定系屋外拡声子局 ６３局  

簡易移動無線局 ５台 I-COM 
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2-7 避難対策計画 

 
2-7-1 指定緊急避難場所 

（令和４年９月現在） 

№ 施設・場所名 所在地 

対象とする異常な現象の種類 

洪水 

土砂災害 

地震 

津波 

１ 桜木町裏山 桜木町14(裏山) × ○ 

２ 小鎚神社裏山 上町2-16(裏山) × ○ 

３ 中央公民館 小鎚32-126 ○ ○ 

４ 大念寺裏山 上町1-8(裏山) × ○ 

５ 蓮乗寺裏山 末広町7-14 × ○ 

６ 小枕高台 小鎚28(小枕・伸松地区防集宅地) × ○ 

７ 大槌稲荷神社(二渡神社) 安渡2-8-1 × ○ 

８ 大徳院 大槌26-24 × ○ 

９ 惣川高台 安渡3-13(高台) × ○ 

10 古学校高台 安渡3-8-11(林道安渡赤浜線方向) × ○ 

11 八幡神社境内 赤浜2-2 × ○ 

12 赤浜３丁目高台 赤浜3 × ○ 

13 吉里吉里学園小学部 吉里吉里2-4-1 ○ ○ 

14 吉里吉里学園中学部 吉里吉里1-125 ○ × 

15 吉里吉里地区体育館 吉里吉里1-1-1 ○ ○ 

16 天照御祖神社 吉里吉里3-2 ○ × 

17 集荷場裏山 
吉里々々32地割地内 

(ｼｰﾆｯｸﾗｲﾝ方面) 
× ○ 

18 花道児童公園 吉里吉里4-2 × ○ 

19 門前(寺前) 吉里吉里4-4 ○ ○ 

20 浪板交流促進ｾﾝﾀｰ 吉里々々11-25 ○ ○ 

21 孵化場裏山 大槌14-133 × ○ 

22 大ケ口裏山 大槌11(林道城山２号線方面) × ○ 

23 迫又団地高台 大槌15 × ○ 

24 旧小鎚第21仮設団地跡地 小鎚26 × ○ 

25 旧小鎚小学校 小鎚13-3 × ○ 

26 桜木町児童公園 桜木町9 × ○ 

27 大槌町役場 上町1-3 × × 

28 大ケ口多目的集会所 大ケ口1-5-5 × × 

29 大ケ口公園 大ケ口2-5 × × 

30 かみよ稲穂館（渋梨分館） 大槌6-42 × ○ 

31 金沢地区体育館 金沢29-19 ○ ○ 

32 小鎚地区多目的集会所 小鎚6-17-1 ○ ○ 

33 蕨打直集会所 小鎚15-35-7 × ○ 

34 大槌高等学校 大槌15-71-1 × ○ 

35 臼澤鹿子踊伝承館 小鎚20-80 × ○ 

36 吉祥寺三光殿 吉里吉里4-4-7 ○ ○ 

37 金沢地区生活改善ｾﾝﾀｰ 金沢30-35-2 × ○ 

38 長井清流館(長井分館) 金沢33-23 × ○ 

39 大槌学園 大槌15-71-9 ○ ○ 

40 安渡分館・避難ﾎｰﾙ 安渡2-11-1 × ○ 

41 赤浜分館・多目的ホール 赤浜2-2-35 × ○ 

42 
三陸沿岸道路小鎚第２トンネル電

気室管理用スペース 
大槌第14地割 ○ ○ 

43 桜木町三陸沿岸道路避難スペース 桜木町9 × ○ 
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44 花輪田集会所高台 小鎚26地割 × ○ 

45 つつみこども園 吉里吉里2-2-3 ○ ○ 

46 らふたぁヒルズ 吉里吉里29地割21-57 ○ ○ 

47 赤浜自治会館 赤浜1-3 × ○ 

48 （有）後藤採鉱所事務所付近 大槌12地割161 × ○ 

49 末広町営住宅屋上 末広町8 ○ × 

50 御社地町営住宅屋上 末広町2-15 ○ ○ 

 ※ 復興の状況に合わせて、随時見直しを図ること。 

 

2-7-2 指定避難所 

（令和４年１月現在） 

№ 施設名 所在地 

対象とする異常な現象の種類 

洪水 

土砂災害 

地震 

津波 

１ 小鎚地区多目的集会所 小鎚6-17-1 × ○ 

２ 蕨打直集会所 小鎚15-35-7 × ○ 

３ 大槌高等学校 大槌15-71-1 × ○ 

４ 城山公園体育館 ※１ 小鎚32-126 ○  

５ 臼澤鹿子踊伝承館 小鎚20-80 × ○ 

６ 吉里吉里学園小学部 ※１ 吉里吉里2-4-1 ○ ○ 

７ 吉里吉里学園中学部 吉里吉里1-125 ○ × 

８ 吉里吉里地区体育館 ※２ 吉里吉里1-1-1 ○ ○ 

９ 吉祥寺三光殿 吉里吉里4-4-7 ○ ○ 

10 浪板交流促進センター 吉里々々11-25 ○ ○ 

11 かみよ稲穂館(渋梨分館) 大槌6-42 × ○ 

12 金沢地区体育館 ※２ 金沢29-19 × ○ 

13 金沢地区生活改善センター 金沢30-35-2 × ○ 

14 長井清流館(長井分館) 金沢33-23 × ○ 

15 大槌学園 ※１ 大槌15-71-9 ○ ○ 

16 安渡分館・避難ホール ※３ 安渡2-11-1 × ○ 

17 赤浜分館・多目的ホール ※３ 赤浜2-2-35 × ○ 

※１ 台風シーズン、感染症対策を踏まえて洪水・土砂災害のおそれがある場合に優先して開設する避難所です。 

※２ ペット同行避難者対応の避難所です。利用に際しては、大槌町防災ハザードマップ（2022年９月発行）61

ページの避難所の運営・過ごし方を確認してください。 

※３ 土砂災害警戒区域内にある施設のため、地域との協議を行い、慎重な判断を要する避難所です。 
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2-7-3 福祉避難所（二次避難所） 

（令和４年８月現在） 

№ 施設名 所在地 

１ 介護老人保健施設ケアプラザおおつち 小鎚14-82-1 

２ グループホーム城山の杜 大槌15-5-1 

３ 吉里吉里保育園 吉里吉里21-60-8 

４ 大槌町ディサービスセンターはまぎく 小鎚23-86-4 

５ 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとおおつち 大槌12-71-2 

６ 障がい者支援施設四季の郷 小鎚16-18-1 

７ 特別養護老人ホーム三陸園 吉里吉里32-18-25 

８ 特別養護老人ホームらふたぁヒルズ 吉里吉里2921-57 

９ 幼保連携型認定こども園つつみこども園 吉里吉里2-2-3 

※ 復興の状況に合わせて、随時見直しを図ること。 

 

2-7-4 土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設 

番号 箇所番号 名称 所在地 分類 
1 129A2005 大槌高等学校 大槌第 15地割 71-１ 教育施設 
2 A129203 おさなご幼稚園 桜木町２-24 教育施設 
3 A129013 県立大槌病院 小鎚第 23地割字寺野 1-1 医療関連施設 
4  大槌おおのクリニック 吉里吉里２丁目 9-20 医療関連施設 

5 A129013 大槌町デイサービスセンターはまぎく 小鎚第 23地割 86-４ 社会福祉施設 
6 A129013 ハイスこづち 小鎚第 23地割 83-１ 社会福祉施設 
7 129B2049 ワークフォローおおつち 赤浜２-３-48 社会福祉施設 

8 A129205 
特別養護老人ホーム三陸園 

在宅複合型施設ゆーらっぷ 
吉里々々第 32地割 社会福祉施設 

9 A128019 わらび学園 小鎚第 15地割 43-２ 社会福祉施設 
11 129C2019 グループホーム城山の杜 大槌第 15地割５-１ 社会福祉施設 
12 129C2021 放課後児童クラブ 大槌第 23地割 57 社会福祉施設 
13 129A2006 こども教育センターOLAI 大槌第 23地割 社会福祉施設 

 

2-7-5 洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

番号 河川名 名称 所在地 分類 
1 小鎚川 おさなご幼稚園・小規模保育所おさなご園 桜木町２-24 教育・保育施設 
2 大槌川 認定こども園みどり幼稚園 大槌第 15地割 95-264 教育・保育施設 
3 小鎚川 県立大槌病院 小鎚第 22地割 31-２ 医療関連施設 
4 小鎚川 植田医院 小鎚第 23地割 23-１ 医療関連施設 
5 小鎚川 ふじまる内科医院 上町１-16 医療関連施設 
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6 大槌川 道又内科小児科医院 大槌第 15地割 95-255 医療関連施設 
7 小鎚川 近藤歯科医院 小鎚第 22地割 42-１ 医療関連施設 
8 大槌川 小松歯科医院 大槌第 15地割 95-15 医療関連施設 
9 大槌川 じょうない歯科医院 大ケ口２-100-10 医療関連施設 
10 大槌川 おしゃち外科クリニック 大町 6-5 医療関連施設 

11 小鎚川 幼保連携型認定こども園おおつちこども園 小鎚第 26地割 161-５ 教育・保育施設 
12 大槌川 幼保連携型認定こども園大ケ口保育園 大ケ口 1-18-12 教育・保育施設 
13 大槌川 さくらこども園 大槌 14地割 161 教育・保育施設 

14 小鎚川 大槌町デイサービスセンターはまぎく 小鎚第 23地割 86-４ 社会福祉施設 
15 小鎚川 ハイスこづち 小鎚第 23地割 83-１ 社会福祉施設 
16 大槌川 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとおおつち 大槌第 12地割 71-２ 社会福祉施設 
17 大槌川 大ケ口デイサービス 大ケ口２-100-１ 社会福祉施設 
18 小鎚川 障がい者支援施設 四季の郷 小鎚第 16地割 18-１ 社会福祉施設 
19 大槌川 放課後児童クラブ 大槌第 23地割 57 社会福祉施設 
20 大槌川 こども教育センターOLAI 大槌第 23地割 社会福祉施設 
21 大槌川 地域共生ホームねまれや 大ケ口２丁目９-26 社会福祉施設 
22 大槌川 けあビジョンホーム大槌 大槌 15-51-20 社会福祉施設 
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2-10 食料・生活必需品等の備蓄計画 
 

2-10-1 生活必需品取扱店一覧 

（平成２９年６月現在） 
 

住   所 名     称 電話番号 

品        目 
 

食器類 
ろうそく･ 

マッチ 衣料品 寝具類 

 大槌町大槌22-200 

 大槌町小鎚27-3-4 

 大槌町本町5番地8 

 大槌町大槌23-19-F棟 

 大槌町大槌23-8-4 

 大槌町大槌23-19-E棟  

ひび又屋プロショップワークス 

シーサイドタウンマスト マイヤ 

越田商店 

(株)和田商店 

みずかみ大槌店 

さんぷく衣料店 

 42-5656 

 42-7000 

 42-3280 

 42-5757 

 42-4057 

 42-3076 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

2-10-2 食料等の取扱店一覧 

  (1) みそ、醤油取扱店一覧表                          （平成２９年６月現在） 
 

住      所 名      称 電  話 備   考 
 

 大槌町小鎚27-3-4 
 
 大槌町大槌23-8-4 

 シーサイドタウンマスト マイヤ 
 
 みずかみ大槌店 

42-7000 
 

42-4057 

 

 

  (2) 青果物取扱店一覧表 
 

住       所 名      称 電  話 備   考 
 

 大槌町小鎚26-164-2 

 
大槌町小鎚27-3-4 

 

 大槌町大槌23-8-4 

 大果（株） 

 
シーサイドタウンマスト マイヤ 
 

 みずかみ大槌店 

42-5588 

 
42-7000 

 

42-4057 

 

 

  (3) 食肉類取扱店一覧表 
 

住      所 名      称 電  話 備   考 
 

大槌町大槌23-9 
 
大槌町大槌23-8-4 

 
大槌町小鎚27-3-4 

 三浦精肉店 
 
みずかみ大槌店 
 

 ショッピングセンターマスト マイヤ 

42-8688 
 

42-4057 
 

42-7000 

 

 

  (4) 総合食料品店一覧表 
 

住       所 名      称 電  話 備   考 
 

 大槌町大槌23-8-4  

  
 大槌町小鎚27-3-4 

みずかみ大槌店 
  
シーサイドタウンマスト マイヤ 

42-4057 
 

42-7000 

  
 



資料編－19 

 

  (5) その他 

業  者  名 電 話 所 在 地 

ローソン大槌バイパス店 42-7200 大槌町小鎚27-3-1 

ローソン大槌高校前店 41-1300 大槌町大槌15-48-4 

ファミリーマート大槌安渡店 41-1888 大槌町新港町2-5 

マルタニＹショップ 42-2575 大槌町上町2-12 

セブンイレブンおおつち御社地店 27-8683 大槌町末広町1-30 

Ｙショップ岩間 42-4022 大槌第12地割180-8 

Ｙショップ広田 42-6622 大槌第15地割46-13 

ファミリーショップやはた 42-3378 大槌町桜木町15-29 

セブンイレブンおおつち吉里吉里店 27-5588 大槌町吉里吉里2-8-19 

平野商店 080-1651-4626 大槌町吉里吉里2-26-16 

芳賀商店 44-2627 大槌町吉里吉里1-2 

 

 

2-10-3 炊き出し施設状況 

（令和４年８月現在） 

  (1) 炊き出し施設の状況 
  

施  設  名 電 話 所 在 地 
 

学校給食センター 43-1015 大槌町吉里吉里1-1-1 

大槌町中央公民館 42-3030 大槌町小鎚32-126 

 

  (2) 緊急炊出業者一覧表 
 

業  者  名 電 話 所  在  地 備     考 
 

ほっかほっか亭大槌店 42-2270 大槌町大町3-6  

シーサイドタウンマストつくし 42-8181 大槌町小鎚27-3-4  
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2-11-1 町内の災害時孤立化想定地域 

 

想定する災害 孤立化想定地域 孤立理由 対 策 

地震・津波災害

による道路閉塞 小枕地区 
・津波が堤防を破壊又は越流し

た場合、道路の浸水やがれき

等により移動が困難となる。 
・小枕地区集会所への防災 
 備蓄品の配置 

土砂災害等によ

る道路閉塞 

小鎚川沿い 
種戸地区 
徳並地区 
長井地区 

・通信手段が限定される。 
 携帯電話業者によって通信  
 圏が異なる。 
・地区へのアクセス道が１本 
 しかない。 
・自主防災組織の参加率低下 
・高齢化 
・避難所までの移動が困難 
・ヘリコプターの降着適地が 
 ない。 

・固定電話以外の通信 
 手段の確保（携帯電話の 
 通信状況の確認と町民が 
 保持している携帯電話番 
 号の把握） 
・指定避難所への防災備蓄 
 品の配置 
・ヘリコプターからの懸垂 
 下降（リペリング）及び 
 ピックアップ適地の把握 

大槌川沿い 戸沢地区 
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2-12 防災施設等整備計画 
 

2-12-１ ヘリポートの設置基準 

 

 (1) 回転翼航空機の場合の進入区域、進入表面、転移表面の略図 

ア 一般 

     (ｱ) 平面図 

      
 

     (ｲ) 侵入表面断面図 

  

   
 

(ｳ) 転移表面断面図 

     
 

＊ 離着陸地帯の外側10メートルの範囲内に1/2勾配の表面上に出る高さの物件がない区域 
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〔進入区域、進入表面の特例〕 

(ｱ) 進入経路と出発経路が同一方向に設定できない場合の進入区域、進入表面 

 

 (ｲ)  わん曲した進入経路、出発経路の場合の進入区域、進入経路 

 

* 進入表面の勾配は、中心線上での勾配とする。 

* Rは210メートル以上とする。
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〔転移表面の特例（一方の転移表面の勾配が1/1を超えることができる場合）〕 

*転移表面断面図 
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ア 山岳地、農地その他離着陸経路下に人または物件のない場合（特殊地域） 

  (ｱ) 平面図 

     

  (ｲ)  進入表面断面図 

 

 (ｳ)  転移表面断面図 

   

 

 



資料編－25 

 

〔進入区域が１方向しか確保できない場合の進入表面, 転移表面の特例〕 

(ｱ) 平面図 

    

(ｲ)  進入表面断面図 

 
 

 

 

(ｳ)  転移表面断面図 
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   ウ 災害時において緊急輸送時に使用する離着陸場（防災対応離着陸場）の場合 

   (ｱ) 平面図 

     
   

① 接 地 帯：長さ及び幅は使用機の全長以上の長さとする。 

② 離着陸地帯：長さ及び幅は使用機の全長に20m以上を加えた長さとする。 

* 全長が20mを越す機材については全長の2倍以上の長さとする。 

* 離着陸地帯は原則として地上に設定する。但し、周囲環境により地上に設定できない場合、障害

物の程度により「仮想離着陸地帯」として15mまでの高さを限度に離着陸地帯の上空に設定すること

ができる。 

(ｲ) 進入表面断面図 

    
 

   (ｳ) 転移表面断面図（転移表面は設定せず） 

        
＊ 接地帯の外側で接地帯表面より30cm程度を限度として平坦な区域 
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(2) 吹流し等 

ヘリポート近くに上空から確認し得る風の方向を示す吹流しまたは旗をたてること。 

吹流しの基準 

   

(3) 着陸中心点 

着陸地点には、石灰等（積雪時は墨汁、絵具等）を用いてH記号を標示して着陸中心点を示すこ 

と。 

H記号の基準 

 

(4) 危険予防の措置 

A 離着陸地帯への立入禁止措置 

   離着陸地帯及び運行上の障害となるおそれのある範囲には立ち入らせない措置を講ずること。 

B 防塵措置 

   表土が砂塵の発生するところでは、散水等の措置を講ずること。 

 C 重量計の準備 

   物資を輸送する場合は、重量計を準備すること。 

(5) ヘリポートの現況 

   町におけるヘリポートの現状は、資料編⑨-8のとおりである。 
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2-12-2 物資投下が可能な地点並びにヘリコプター発着可能地点 

 

（令和２年３月現在） 

離着陸場名 地名・地番 
座 標 

（UTMポイント） 

長さ×幅 

（ｍ） 

避難場所

指定有無 

津波浸水

が予想 

吉里吉里農村広場 
大槌町 

吉里吉里一丁目250 

N  39°22′01″ 

E 141°56′38″ 

（54SWJ81325791） 

117 

80  浸水 

岩手県立大槌高等学校 
大槌町 

大槌15-71-1 

N  39°22′10″ 

E 141°54′06″ 

（54SWJ77755836） 

140 

120 有  

大槌消防署庁舎北側 

駐車場 
大槌町大槌14-142-1 

N 39°21′57″ 

E 53 53′51″ 

（54SWJ77335776） 

55×45 

 浸水 
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2-17 風水害予防計画 
 

2-17-1 準用河川（県管理）の流況 

（令和２年４月現在） 
 名    称 流 路 延 長               流 域 面 積               摘 要             指定年月日              

大 槌 川            12.5   ㎞ 111.5   ㎢ ２ 級 河 川             12.2.1 

小 鎚 川            11.8   ㎞  58.9   ㎢ 〃 12.2.1 

 

2-17-2 準用河川（町管理）の指定状況 

（令和２年４月現在） 
 

水 系 名          河 川 名          
区 間 
距 離 
（㎞） 

指 定 区 間                          
指定年月日             

 

起             点 終       点 

浪 板 川          浪 板 川          1.20 
 大槌町吉里々々第9地割57番の13 

 地先浪板砂防ダム（下流端） 
  河 口 50.３.27 

沢山沢川          沢山沢川          2.12  町道沢山1号線2号橋（上流端）   河 口 50.３.27 

大 槌 川          大 槌 川          15.10 
 大槌町金沢第1地割3番41の3地先 

 戸沢砂防ダム（下流端） 

  2級河川大槌川 

  上流端 
50.３.27 

大 槌 川          源 水 川          0.33  町道ふ化場第2源水橋（上流端） 
  2級河川大槌川へ 

  の合流点 
50.３.27 

大 槌 川          柾 内 川          0.73  町道柾内2号線1号橋（上流端） 
  2級河川大槌川へ 

  の合流点 
50.３.27 

大 槌 川          宮 沢 川          1.33  大槌第6地割151番の2の3（下流端） 
  2級河川大槌川へ 

  の合流点 
50.３.27 

大 槌 川          安瀬の沢川 3.21  町道安瀬の沢川線4号線（上流端）   大槌川への合流点 50.３.27 

大 槌 川          折合沢川          1.49  坂内沢川合流点   大槌川への合流点 50.３.27 

小 鎚 川          小 鎚 川          14.63  房間沢川合流点 
  2級河川小鎚川 

  合流点 
50.３.27 

小 鎚 川          種 戸 川          3.91  町道種戸線一の橋（上流端） 
  2級河川小鎚川 

  合流点 
50.３.27 

        

大 槌 川          大ケ口川          1.00  大ケ口1丁目175番地の52 
  準用河川大槌川へ 

  の合流点 
54.３.１ 

大 槌 川          戸 沢 川          0.50 
 金沢第6地割1番の２地先 

 （治山砂防ダム下流30.0ｍ地点） 

  準用河川大槌川へ 

  の合流点 
54.３.１ 

小 鎚 川          臼 沢 川          0.37  小鎚第20地割82番の内10地先 
  準用河川大槌川へ 

  の合流点 
56.７.15 

大 槌 川          小枝ヶ沢川 0.36  小鎚第24地割字夏本33番地先 
  準用河川沢山沢川 

  への合流点 
61.10.７ 

小 鎚 川          寺野沢川          0.61  小鎚第23地割字雲南128番9地先 
  準用河川小鎚川へ 

  の合流点 
61.10.７ 

計  46.89    

 ※ 沢山沢川、小枝ヶ沢川は、河川法の準用はないが、町が管理している河川 
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2-17-3 重要水防箇所調書 
（令和２年度岩手県水防計画抜粋） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

堤防Ａ
（ｍ）

(他の評価と
重複)

工作物Ａ
（箇所）

堤防Ｂ
（ｍ）

(他の評価と
重複)

工作物Ｂ
（箇所）

新堤防・旧
川跡（ｍ）

工事施工・
破堤跡・陸
閘(箇所)

大槌川 県 桑ノ畑 左岸 堤防高 釜１ 51 積土のう工 大槌町

大槌川 県 新町 右岸 堤防高 釜２ 126 積土のう工 大槌町

大槌川 県 桑ノ畑 左岸 堤防高 釜３ 293 積土のう工 大槌町

大槌川 県 大石前 右岸 堤防高 釜４ 367 積土のう工 大槌町

大槌川 県 源水 右岸 堤防高 釜５ 153 積土のう工 大槌町

大槌川 県 辺津ヶ沢 左岸 堤防高 釜６ 193 積土のう工 大槌町

大槌川 県 大ヶ口一～大ヶ口二 右岸 堤防高 釜７ 922 (922) 積土のう工 大槌町

大槌川 県 屋敷～大ヶ口 右岸 漏水 釜８ 990 月の輪工 大槌町

大槌川 県 大ヶ口二 右岸 堤防高 釜９ 68 (68) 積土のう工 大槌町

大槌川 県 柾内 左岸 堤防高 釜１０ 68 積土のう工 大槌町

大槌川 県 柾内 左岸 堤防高 釜１１ 125 積土のう工 大槌町

大槌川 県 柾内 左岸 堤防高 釜１２ 100 積土のう工 大槌町

大槌川 県 柾内 左岸 堤防高 釜１３ 315 積土のう工 大槌町

大槌川 県 柾内 左岸 堤防高 釜１４ 100 積土のう工 大槌町

大槌川 県 柾内 左岸 堤防高 釜１５ 307 積土のう工 大槌町

大槌川 県 渋梨 左岸 堤防高 釜１６ 200 積土のう工 大槌町

大槌川 県 大ヶ口二 右岸 堤防高 釜１７ 123 積土のう工 大槌町

大槌川 県 小松野 右岸 堤防高 釜１８ 104 積土のう工 大槌町

大槌川 県 小松野 右岸 堤防高 釜１９ 81 積土のう工 大槌町

大槌川 県 小松野 右岸 堤防高 釜２０ 119 積土のう工 大槌町

大槌川 県 小松野 右岸 堤防高 釜２１ 580 積土のう工 大槌町

大槌川 県 小松野 右岸 堤防高 釜２２ 82 積土のう工 大槌町

大槌川 県 小松野 右岸 堤防高 釜２３ 58 積土のう工 大槌町

大槌川 県 姥ヶ沢 右岸 堤防高 釜２４ 145 積土のう工 大槌町

大槌川 県 姥ヶ沢 右岸 堤防高 釜２５ 590 積土のう工 大槌町

大槌川 県 姥ヶ沢 右岸 堤防高 釜２６ 93 積土のう工 大槌町

大槌川 県 姥ヶ沢 右岸 堤防高 釜２７ 305 積土のう工 大槌町

＜沿岸広域振興局土木部管内＞
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堤防Ａ
（ｍ）

(他の評価と
重複)

工作物Ａ
（箇所）

堤防Ｂ
（ｍ）

(他の評価と
重複)

工作物Ｂ
（箇所）

新堤防・旧
川跡（ｍ）

工事施工・
破堤跡・陸
閘(箇所)

大槌川 県 姥ヶ沢 堤防高 釜２８ 131 積土のう工 大槌町

大槌川 県 姥ヶ沢 堤防高 釜２９ 10 積土のう工 大槌町

大槌川 県 前短 堤防高 釜３０ 106 積土のう工 大槌町

大槌川 県 前短 堤防高 釜３１ 94 積土のう工 大槌町

大槌川 県 前短 堤防高 釜３２ 275 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜３３ 254 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜３４ 410 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜３５ 313 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜３６ 205 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜３７ 109 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜３８ 91 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜３９ 83 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜４０ 108 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜４１ 217 積土のう工 大槌町

大槌川 県 宮ノ口 堤防高 釜４２ 33 積土のう工 大槌町

大槌川 県 郷ノ口 堤防高 釜４３ 234 積土のう工 大槌町

大槌川 県 白銀 堤防高 釜４４ 321 積土のう工 大槌町

大槌川 県 郷ノ口 堤防高 釜４５ 182 積土のう工 大槌町

大槌川 県 郷ノ口 堤防高 釜４６ 75 積土のう工 大槌町

大槌川 県 桃畑 堤防高 釜４７ 189 積土のう工 大槌町

大槌川 県 馬場野 堤防高 釜４８ 125 積土のう工 大槌町

大槌川 県 馬場野 堤防高 釜４９ 125 積土のう工 大槌町

5,851 (68) 0 4,498 (922) 0 0 0

重要度Ａ区間 重要度Ｂ区間 要注意区間

対策水防工
法名

関連
市町村

大槌川　　計
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堤防Ａ

（ｍ）

(他の評価と

重複)

工作物Ａ

（箇所）

堤防Ｂ

（ｍ）

(他の評価と

重複)

工作物Ｂ

（箇所）

新堤防・旧

川跡（ｍ）

工事施工・
破堤跡・陸
閘(箇所)

小鎚川 県 花輪田 右岸 堤防高 釜１ 488 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 上町 左岸 堤防高 釜２ 146 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 花輪田 右岸 堤防高 釜３ 119 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 桜木町 左岸 堤防高 釜４ 735 (400) 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 桜木町 左岸 漏水 釜５ 600 月の輪工 大槌町

小鎚川 県 桜木町 左岸 堤防高 釜６ 199 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 花輪田 右岸 堤防高 釜７ 213 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 寺野 右岸 堤防高 釜８ 99 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 三枚堂 左岸 堤防高 釜９ 128 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 臼沢 右岸 堤防高 釜１０ 23 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 三枚堂 左岸 堤防高 釜１１ 95 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 三枚堂 左岸 堤防高 釜１２ 67 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 三枚堂 左岸 堤防高 釜１３ 162 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 三枚堂 左岸 堤防高 釜１４ 101 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 山岸 右岸 堤防高 釜１５ 103 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 中村 右岸 堤防高 釜１６ 295 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 中村 右岸 堤防高 釜１７ 97 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 中村 右岸 堤防高 釜１８ 283 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 曽根 左岸 堤防高 釜１９ 99 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 曽根 左岸 堤防高 釜２０ 101 積土のう工 大槌町

小鎚川 県 中村 右岸 堤防高 釜２１ 151 積土のう工 大槌町

976 (0) 0 3,509 (400) 0 0 0

重要度Ａ区間 重要度Ｂ区間 要注意区間

対策水防工
法名

関連
市町村

大槌川　　計
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2-17-4 水防用具資材備蓄基準 

  

 (1) 器 具 

品 名 単位 数量 

ス コ ッ プ 丁 20 

掛 矢 丁 20 

ツ ル ハ シ 丁 5 

唐 く わ 丁 5 

お の 丁 5 

の こ ぎ り 丁 5 

か ま 丁 5 

ハ ン マ ー 丁 5 

ペ ン チ 丁 5 

 

 (2) 資 材 

品 名 単位 数量 

土 の う 袋 2,000 

末口3寸・杭木2.5間 本 10 

末口3寸・杭木2.0間 本 30 

末口3寸・杭木1.0間 本 200 

唐 竹 本 15 

縄 Ｋｇ 1,000 

莚・ビニールシート 枚 50 

鉄 線 Ｋｇ 50 
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2-18 津波・高潮災害予防計画 
 

2-18-1 海岸保全区域指定延長調 

（令和２年１２月現在） 
 

所 管 別 地区海岸名 海 岸 延 長              指 定 済 延 長              備    考 
 

水 産 庁          

大槌地区 6,770 ｍ 1,988 ｍ  

吉里吉里地区 

（浪板地区含） 
3,910 ｍ 1,515 ｍ  

（沿岸広域振興局水産部） 

 

 

 

2-18-2 海岸防潮堤設置一覧 

（令和４年８月現在） 
 

市町村 所管別 地 区 名          堤防延長 
堤 高 

（T・P） 

門 扉 

施行年度          
摘  要 

（施行者） 

 

水門 陸閘 

大槌町 水産庁 

吉里吉里地区 922.4m 12.80 ２ ０ 
平26～ 

令和２年 
県 

大槌地区 1,977.1m 

安渡 14.50 

赤浜  6.40 

白石  6.40 

4.30 

6.40 

１ ３ 
平26～ 

令和２年 
〃 

 ※ 東日本大震災津波により全て破堤。令和２年12月に防護ライン完成 

（沿岸広域振興局水産部） 
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2-18-3 過去の津波による浸水区域 

過去の津波浸水区域図１ 
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過去の津波浸水区域図２ 
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2-18-4 水門・門扉一覧 

  (1) 管理委託海岸水門箇所 

漁港名 
設置個所 構造 

適用 
群・市 町・村 名称 形式 開閉方式 

吉里吉里 上閉伊郡 大槌町 吉里吉里水門 フラップ 自然  

大 槌 上閉伊郡 大槌町 赤浜１号樋門 フラップ 自然  

大 槌 上閉伊郡 大槌町 白石２号樋門 フラップ 自然  

大 槌 上閉伊郡 大槌町 赤浜１号陸閘 フラップ 自然  

大 槌 上閉伊郡 大槌町 赤浜２号陸閘 フラップ 自然  

大 槌 上閉伊郡 大槌町 赤浜３号陸閘 フラップ 自然  

 

  (2) 管理委託河川水門箇所 

   （令和２年４月現在） 

連番 
調査票 

番 号 
水系名 河川名 

設置個所 水門の種類 

郡・市 町・村 字 河川 海 

１ １ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 花輪田 Ａ  

２ ２ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 祝田の１（樋管） Ｂ  

３ ６ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 祝田の２（桜木） Ａ  

４ ７ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 花輪田上 Ａ  

５ ９ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 中須賀の２ Ｂ  

６ １０ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 須賀の１ Ａ  

７ １１ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 祝田の３ 花輪田 Ａ  

８ １３ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 中須賀３ Ｂ  

９ １５ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 中須賀５ Ｂ  

１０ １９ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 安渡（大槌水門） Ａ  

１１ ２０ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 袰岩（水門） Ａ  

１２ ２１ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 臼沢（臼沢水門） Ａ  

１３ ２２ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 源水（源水水門） Ａ  

１４ ２３ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 新町（新町水門） Ａ  

１５ ２４ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 大ヶ口 Ａ  

１６ ２５ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 源水 Ａ  

１７ ２７ 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 寺野 Ａ  

１８ ３６ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 源水の１ Ｂ  

１９ ３７ 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 源水の２ Ｂ  

２０ 無番 大槌川 大槌川 上閉伊郡 大槌町 新港（大槌川水門）  Ａ 

２１ 
無番 小鎚川 小鎚川 上閉伊郡 大槌町 

小鎚第２８地割 

（小鎚川水門） 
 Ａ 

                                            Ａ：スルース 

                                            Ｂ：フラップ 
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2-18-5 大槌町海岸堤防水門管理要領 

海 岸 水 門 管 理 要 綱 

※海岸水門施設は、平成29年１月23日現在、東日本大震災津波により、流出、破壊または機能喪失となっている。施

設整備後に適用。 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、別に定めのあるもののほか、海岸管理者が管理する海岸保全区域に設置されている水門及び樋門

（以下「水門等」という。）を合理的に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（管理の原則） 

第２ 水門等は、津波、高潮、その他海水の変動等（以下「津波等」という。）による災害から国土、公共物及び県

民の生命、財産等を守るため、津波等の発生の場合、有効かつ迅速に操作されるよう維持管理されなければなら

ない。 

 

（水門等の管理の委託） 

第３ 海岸管理者は、津波等による危険が切迫した場合における、水門等の操作の緊急性等にかんが

み、海岸保全施設である水門等の維持又は操作その他これらに類する海岸の管理に関する事務を

水門等所在の市町村に委託するものとする。 

 

（海岸管理者の管理事項） 

第４ 海岸管理者は、おおむね次に掲げる事項に関し水門等の管理を行う。 

(１) 特に必要があると認める場合における水門等の巡視及び点検をすること。 

(２) 海岸保全施設である水門等の改修工事及び修繕工事を施工すること。 

(３) 前各号に掲げるもののほか、水門等の管理に関し特に必要があると認める事項について適切な措置をとるこ

と。 

（市町村の管理事務） 

第５ 水門等の管理の委託を受けた市町村は、次に掲げるところにより、水門等の維持又は操作その他これに類する

海岸の管理に属する事務を執行するものとする。 

(１) 平常時における水門等の維持又は操作は、次に掲げるところにより行うものとする。 

ア 水門等を支障なく閉鎖できるよう随時巡視点検すること。 

イ 水門等の自動開閉装置の導水部分、水門等の開閉部分並びにこれらに関連する路面及び河

床面を水門等の開閉に支障のないように整備しておくこと。 

(２) 前号アの規定により水門等を巡視したときは、海岸水門等巡視記録（様式第１号）を作成し備えておくもの

とする。 

(３) 水門等は、毎年３回（原則として、７月、11月及び３月とすること。）以上開閉操作の試運転（水門等の主

要部分への注油等を含む。）を行うものとする。 

 

（報告） 

第６ 委託を受けた市町村は、毎年度４月１５日までに当該年度の海岸水門等管理体制（変更）報告書（様式第２

号）を所管する広域振興局長に提出しなければならない。 

２ 前号の報告書は、年度途中において水門等の管理体制に変更が生じたときも、その都度提出しな

ければならない。 

３ 委託を受けた市町村は、第５第３項に規定する試運転を行ったときは、海岸水門等開閉操作報告書（様式第３

号）を、当該試運転の日後10日以内に所管する広域振興局長等に提出しなければならない。 

 

（平成26年2月 岩手県沿岸広域振興局土木部） 
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様式第１号（第５関係） 

海 岸 水 門 等 巡 視 記 録 

年   月   日 巡視者 氏名 ：  

 

 

 

 

 

 

 

 

巡 

 

 

視 

 

 

状 

 

 

況 
 

水門又は樋門名 巡 視 結 果 ※対応状況（有の場合のみ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

 
支障（ 有 ・ 無 ） （ １ ・ ２ ・ ３ ） 

※ 対応状況欄には、以下の基準に合致する項目に○印を付すること。 

１：障害物等の除去を行うなど、施設閉鎖できるように対応した。 

２：障害の状況を施設管理者へ連絡した。 

（連絡日時、相手の氏名： 月  日  時  分  氏名         ） 

３：その他（以下に状況を記載のこと） 
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様式第２号（第６関係） 

                                第     号 

                                 年  月  日 

 

 

沿岸広域振興局長 様 

 

 

                            市 町 村 長 

 

 

 

             年度海岸水門等管理体制（変更）報告書 

  このことについて、海岸水門等管理要綱第６第１項（第２項）の規定により報告します。 

 

記 

水門又は樋

門 名 
設置場所 型式 

開 閉 

方 法 
門数 

管理操作責任

者 住 所 氏 名 

管理操作担当

者 住 所 氏 名 

試運転予定月 日

その他管理 方法 
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様式第３号（第６関係） 

                                第     号 

                                 年  月  日 

 

 

沿岸広域振興局長 様 

 

 

                              市 町 村 長 

 

 

海岸水門等開閉操作報告書 

 

  このことについて、海岸水門等管理要綱第６第３項の規定により報告します。 

 

記 

水門又は 

樋 門 名 
設置場所 型式 

開 閉 

方 法 
門数 

試運転及び注 

油等の月日 

試運転の結果 

及び水門等の 

異状の有無 

措置の状況 

        

        

        

        

        

注 試運転の結果及び水門等の異状の有無の欄には、具体的に記入すること。 
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2-19 土砂災害予防計画 
 

2-19-1 大槌町土砂災害警戒区域等の区域数 

（令和４年３月末現在） 

急傾斜 土石流 

地すべり 合計 
指定済 

基礎調査 

結果公表 
指定済 

基礎調査 

結果公表 

２７７ ０ １５６ ０ ０ ４３３ 

 

2-19-2 土石流危険渓流箇所 

  (1) 土石流危険渓流カルテ総括表（危険渓流Ⅰ） （沿岸広域振興局土木部）（令和４年３月末現在） 

 

渓流番号
(56渓流)

渓流名 所在地

A115001 戸沢 大槌町戸沢
A116001 中山沢 大槌町中山
A116002 下屋敷の沢 大槌町下屋敷
A116101 あしの沢 大槌町対間
A116102 金沢 大槌町金沢
A128012 徳並の沢 大槌町徳並
A128013 徳並の沢(2) 大槌町徳並
A128014 一ノ渡の沢 大槌町一ノ渡
A128015 一ノ渡の沢(2) 大槌町一ノ渡
A128016 一ノ渡の沢(3) 大槌町一ノ渡
A128017 一ノ渡の沢(4) 大槌町一ノ渡
A128018 蕨打直の沢 大槌町蕨打直
A128019 蕨打直の沢(2) 大槌町蕨打直
A128020 蕨打直の沢(3) 大槌町蕨打直
A128101 曽根の沢 大槌町曽根
A129007 小枕の沢 大槌町小枕の沢
A129008 小枕の沢(2) 大槌町小枕の沢
A129009 小枕の沢(3) 大槌町小枕の沢
A129010 三枚堂の沢 大槌町三枚堂
A129011 臼沢 大槌町臼沢
A129012 臼沢(2) 大槌町臼沢
A129013 寺野の沢 大槌町寺野
A129014 上町の沢 大槌町上町
A129015 上町の沢(2) 大槌町上町
A129016 上町の沢(3) 大槌町上町
A129017 大ヶ口の沢 大槌町大ヶ口
A129018 屋敷の沢 大槌町屋敷
A129019 末広町の沢 大槌町末広町
A129020 沢山の沢 大槌町沢山
A129021 夏本の沢 大槌町夏本
A129022 夏本の沢(2) 大槌町夏本
A129023 安渡の沢 大槌町安渡1丁目
A129024 安渡の沢(2) 大槌町安渡2丁目
A129025 安渡の沢(3) 大槌町安渡2丁目
A129026 安渡の沢(4) 大槌町安渡3丁目
A129027 安渡の沢(5) 大槌町安渡3丁目
A129028 赤浜の沢 大槌町赤浜1丁目
A129029 赤浜の沢(2) 大槌町赤浜2丁目
A129030 赤浜の沢(3) 大槌町赤浜2丁目
A129031 吉里吉里の沢 大槌町吉里吉里3丁目
A129032 吉里吉里の沢(2) 大槌町吉里吉里2丁目
A129033 吉里々々の沢(3) 大槌町吉里々々
A129034 吉里吉里の沢(4) 大槌町吉里吉里4丁目
A129035 吉里吉里の沢(5) 大槌町吉里吉里4丁目
A129036 吉里吉里の沢(6) 大槌町吉里吉里4丁目
A129037 吉里吉里の沢(7) 大槌町吉里吉里4丁目
A129038 吉里吉里の沢(8) 大槌町吉里吉里4丁目
A129039 浪板の沢 大槌町浪板
A129040 浪板の沢(2) 大槌町浪板
A129041 浪板の沢(3) 大槌町浪板
A129042 浪板の沢(4) 大槌町浪板
A129201 大野沢 大槌町安渡3丁目
A129202 屋敷の沢 大槌町大ヶ口
A129203 桜木町の沢 大槌町桜木町
A129204 古廟の沢 大槌町古廟
A129205 吉里々々の沢(9) 上閉伊郡大槌町吉里々々  
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 (2) 土石流危険渓流位置図 
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2-19-3 山地災害危険区域 

  (1) 崩壊土砂流出                             （令和３年４月現在） 
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  (2) 山腹崩壊危険個所 
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2-19-4 急傾斜地崩壊危険区域 

（令和４年度 岩手県水防計画） 
 

崩壊危険区域名 所   在   地                    
指定面積 

（ha） 

保全人家 

戸数

（戸） 

地形の状況            
指定年月日 

 

   
勾 配 長 さ 高 さ 

安 渡 ( 1 )  大槌町安渡大字大槌 0.35 30 60 95 20 S52.２.18 

桜 木 町 ( 1 )   〃 桜木町大字小鎚 2.08 50 65 350 40 〃 

上 町 ( 1 )   〃 上町大字小鎚 1.03 26 60 240 30 〃 

本 町 

    本町 

  〃   32地割 

    小鎚 
1.97 44 60 334 10～35 S57.６.１ 

安 渡   〃 大槌安渡 0.59 22 63～73 129.4 20 S61.７.４ 

赤 浜   〃 吉里吉里第22地割 0.13 ５ 45～70 25 16 H元.３.７ 

末 広 町   〃 末広町 0.28 10 50 65 26 H２.１.23 

上 町 ( 2 )   〃 上町～小鎚第32地割金崎 0.94 19 63 145 28 H２.12.18 

安 渡   〃 安渡三丁目 0.76 13 30～61 156 15～38 H９.９.19 

吉 里 吉 里   〃 吉里吉里二丁目 0.23 ６ 53 100 7.2～10.9 H９.９.19 

安渡(その２)   〃 安渡三丁目 0.02 13 20～35 91 16～45 H11.６.８ 

 
安渡 (2)－４  〃 安渡三丁目 1.17 12 39 208 27 H16.12.21 

 

 
安渡一丁目４  〃 安渡一丁目 0.59 14 30～64 132 12～30 H17.４.26 
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2-20 火災予防計画 
 

2-20-1 消防防災施設の現状 

                                （令和４年８月１日現在） 

  

  

  

区   分 

消防車両等 消 防 水 利                無線通信施設 
 

ポンプ車 小型付積載車 消 火 栓         防火水槽 車  積 携  帯 

釜石大槌地区行政事務組合

大槌消防署 
３  

２１２ ５９ 

８ ３０ 

大槌町消防団 ８ ６ １５ ２９ 

 

 

 

 

2-21 林野火災予防計画 
 

2-21-1 林野火災消火機（器）材 

区 分 

所 管 

背負い式 

消火水のう 

山林防災 

スプレーヤー 
移動式 

水 槽 
スコップ 唐 鍬 備 考 

釜石大槌地区行

政事務組合 

大槌消防署 

８３ １ ７ ０ ０ 県から委託 
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３ 災害応急対策計画 
3-1 活動体制計画 
 

3-1-1 大槌町災害警戒本部設置要領 

大槌町災害警戒本部設置要領 

（制定 昭和61年７月１日） 

（目的） 

第１ この要領は、気象予警報が発せられ、又は地震若しくは長雨等による地面現象災害が発生する

おそれがある場合において、情報の収集及び伝達を迅速、かつ円滑に行うため、大槌町災害警戒

本部（以下「災害警戒本部」という。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置基準） 

第２ 災害警戒本部の設置基準は、次のとおりとする。 

(1) 気象警報（海上に対する警報を除く。）又は津波注意報が発せられたとき。 

(2) 沿岸南部地域に震度４以上の地震を観測したとき。 

(3) 長雨等による地面現象災害が多数発生するおそれがある場合において、防災対策課長が必要と

認めるとき。 

(4) 大規模な火災、爆発等による災害が発生するおそれがある場合において、防災対策課長が必要

と認めるとき。 

（所掌事項） 

第３ 災害警戒本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 気象警報等の受領及び関係機関への伝達並びに関係機関との連絡調整に関すること。 

(2) 気象情報及び河川の水位、潮位の変化等の情報の収集に関すること。 

(3) 町の地域の気象等に関する状況及び被害の発生状況の把握に関すること。 

(4) 警戒、巡視活動状況の把握に関すること。 

(5) その他情報の収集等に関し必要な事項 

（組織） 

第４ 災害警戒本部の組織及び構成員は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 本 部 長 防災対策課長 

(2) 副本部長 総務課長 

(3) 本部職員 防災対策課員、総務課員及び本部長が指名する職員 

２ 本部長は、本部職員のうち、災害等の様態及び規模により、参集の範囲を縮減することができ

る。 

（本部長及び副本部長） 

第５ 本部長は、部務を総括し、会議を主宰する。 

２ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６ 災害警戒本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。 

（事務所） 

第７ 災害警戒本部の庶務は、防災対策課において処理する。 

（大槌町災害対策本部との関係） 

第８ 災害による被害が相当規模を超えると見込まれるときは、災害警戒本部を廃止し、大槌町災害

対策本部を設置するものとする。 

（補則） 

第９ この要領に定めるもののほか、災害警戒本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

この要領は、昭和61年７月１日から施行する。 

附 則（平成27年４月１日） 

この要領は、平成27年４月１日から適用する。 

  附 則（平成31年４月１日告示第84号） 
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この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

  附 則（令和３年４月１日告示第30号） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。
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3-1-2 大槌町災害対策本部条例 

 

大槌町災害対策本部条例 

昭和38年10月１日 

条例第14号 

 

〔注〕 平成25年6月から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第７項の規定に基づき、大槌町

災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

一部改正〔平成25年条例20号〕 

 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を

代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害

対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充て

る。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月13日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年６月19日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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3-1-3 大槌町災害対策本部規程 

 

大槌町災害対策本部規程 

平成８年12月25日 

訓令第４号 

 

〔注〕 平成17年５月から改正経過を注記した。 

 

目  次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 本部（第３条―第７条） 

第３章 現地災害対策本部（第８条） 

第４章 配備体制（第９条―第14条） 

第５章 災害情報（第15条） 

第６章 雑則（第16条・第17条） 

附則 

 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、大槌町災害対策本部条例（昭和38年条例第14号。以下「条例」という。）第５条の

規定により、大槌町災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

める。 

 

（組織等） 

第２条 本部は、次に掲げる組織をもって構成する。 

(1) 部及び班 

(2) 現地災害対策本部 

２ 本部の事務所は、大槌町役場内に置く。ただし、役場庁舎が被災し、本部としての使用に耐えないと

見込まれたとき及び津波警報又は大津波警報が発表されたときは、直ちに代替本部を大槌町中央公民館

に置く。 

   一部改正〔平成30年訓令3号・令和3年１号〕 

 

 

第２章 本部 

 

（災害対策本部長、副本部長及び災害対策本部員） 

第３条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）は、町長ともって充てる。 

２ 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は、副町長及び教育長をもって充てる。 

３ 災害対策本部員（以下「本部員」という。）は、議会事務局長及び主幹を除く全ての課長級以上の職

員をもって充てる。 

４ 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、町の職員のうちから本部員を指名する

ことができる。 

５ 本部のその他の職員には、町の職員をもって充てる。 

６ 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副町長、教育長の順序により副本部長がその職務を代

理する。 

一部改正〔平成18年訓令7号・19年1号・30年3号・令和3年1号〕 
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（本部員会議） 

第４条 本部長は、災害応急対策の総合的な方針決定並びに各部において実施する災害応急対策の連絡及

び調整を行うため、必要に応じて、本部員会議を招集する。 

２ 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

３ 本部長は、審議事項の内容に応じ、副本部長のほか、一部の本部員の出席により会議を開催する。ただ

し、災害等の状況により、副本部長及び本部員以外の職員並びに外部の関係機関の者を会議に出席させる

ことができる。 

    一部改正〔平成30年訓令3号・令和3年1号〕 

 

（部） 

第５条 本部に、別表第１に掲げる部を置く。 

２ 部に部長及び副部長を置き、部長にあっては別表第1の中欄に掲げる職にある者を、副部長にあっては

同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

３ 部長は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。 

４ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（班） 

第６条 部に、別表第2に掲げる班を置く。 

２ 班に班長を置き、班長は別表第２の右欄に掲げる職にある者を充てる。 

 

（部及び班等の分掌事務） 

第７条 部及び班の分掌事務は、別表第３のとおりとする。 

 

 

第３章 現地災害対策本部 

 

（現地災害対策本部） 

第８条 本部長は、大規模な災害が発生し、災害応急対策を実施するため特に必要があると認めるときは、

災害地に現地災害対策本部（以下「現地本部」という）を置く。 

２ 現地本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 災害情報の収集、報告及び周知に関すること。 

(2) 災害応急対策を実施すること。 

(3) 関係機関との連絡に関すること。 

(4) その他本部長が特に命じること。 

 

 

第４章 配備体制 

 

（配備体制） 

第９条 本部の配備体制の区分、配備基準及び配備職員の範囲は、次のとおりとする。 

 

区分 配備基準 配備職員の範囲 

１号非常配

備 

ア 気象警報が発表され、町の広範囲に影響する大規模な災害（河

川の氾濫、幹線道路の通行止、住宅密集地における土砂災害等）

が発生する可能性が高い、又は発生したとき 

イ 沿岸南部地域で震度５弱又は５強を観測した場合において災害

対策本部長が必要判断したとき 

ウ 避難情報を発令し、避難所を開設したとき 

エ その他相当規模の災害が発生したとき 

① 本部長 

② 本部運営部及び総務

部職員 

③ 本部長指示職員 

（避難所開設時は避難所

運営職員） 
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１号津波非

常配備 

津波注意報が発表されたとき ① 本部員 

② 本部運営部及び総務

部職員 

③ 本部長指示職員 

④ 避難所運営職員 

２号非常配

備 

ア 大地震が発生した場合において、本部のすべての組織、機能を

あげて災害応急対策を講ずる必要があると認められるとき 

イ 沿岸南部地域で震度６弱以上を観測したとき 

ウ 津波警報又は大津波警報が発表されたとき 

全職員 

 

２ 本部長は、前項の表に定める配備職員の範囲のみでは、夜間、休日等の勤務時間外において、１号非

常配備に係る配備職員に不足が生じると認められる場合は、同表に定める配備職員の範囲と異なる範囲

の職員を指名することができる。 

一部改正〔平成17年訓令1号・20年4号・23年15号・29年1号・30年3号・令和3年1号・令和4年6号〕 

 

（活動要領） 

第10条 非常配備体制において各部長は、あらかじめ次の措置を講ずる。 

  (1) 情報の収集、報告及び伝達並びに応急措置を行うこと。 

  (2) 予測される災害に対処し、必要と認められる物資、車両、機材等を点検整備し、直ちに使用で 

きるよう準備を整えること。 

(3) 予測される災害に対処し、必要と認める予防措置を検討し、被害を最小限に止めるために必要な

計画を検討すること。 

(4) 状況の推移に応じて、次の配備体制に応じ得る体制を整えること。 

２ １号非常配備・1号津波非常配備体制における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。 

(1) 各部長は、前項各号に掲げる措置を行うほか、災害応急対策を実施する。 

(2) 本部長は本部員会議を直ちに開催し、状況に対応する措置を講じる。 

(3) 本部運営部長は、被害状況を取りまとめ、本部長の指示により、関係省庁への報告等の措置を講

じる。 

３ ２号非常配備体制においては、本部のすべての組織及び機能をあげて、災害応急対策を実施する。 

一部改正〔平成29年訓令1号・30年3号・令和4年6号〕 

 

（配備指令） 

第11条 本部長は、第９条第１項に規定する配備基準に従い、各部長に対して、配備体制の指令を発する。

ただし、本部長は、災害の状況により、特定の部に対して同項に規定する区分と異なる配備体制の

指令を発することができる。 

２ 各部長は、前項の配備体制の指令を受けた場合は、速やかに、所属の職員に指令する。 

３ 前項の指令を受けた職員は、各部長の定めるところにより、当該職員の所属公所、配置場所に参集し、

又は自宅等で待機する。 

    一部改正〔平成30年訓令3号〕 

 

（自主参集） 

第12条 配備職員は、夜間、休日等の勤務時間外において第9条第1項に規定する配備基準に該当する災害

の発生又は気象警報等が発表されたことを覚知したときは、配備指令を待たずに、直ちに、所属公所、

配置場所に参集する。ただし、危険が伴う等、やむを得ない事情により、所属公所等に参集できない

ときは、最寄りの避難所に参集又は安全な場所で待機する。 

一部改正〔平成29年訓令1号・30年3号〕 

 

 

 

http://www.town.otsuchi.iwate.jp/reiki/reiki_honbun/b8000405001.html#j9_k1
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（応急配備） 

第13条 前条において、当該職員は、参集先の避難所の責任者に対して到着の報告を行い、直ちに、その

指示に従い、必要な業務に従事する。 

２ 前項の規定による到着の報告を受けた避難所の責任者は、その職員の参集状況を取りまとめ、速やか

に、本部運営部長に報告する。 

３ 避難所の責任者は、その後の事情により、第２項に規定する職員を所属公所に移動することが可能と

判断した場合は、当該職員の所属部長と協議の上、当該職員の移動を命じる。 

一部改正〔平成29年訓令1号・令和4年6号〕 

 

（応援職員の配置） 

第14条 各部長は、災害応急対策を実施するための職員が不足する班がある場合は、部内の他の班から応

援職員を配置し、又は本部長に対し応援職員の派遣を要請する。 

２ 本部長は、前項の規定による派遣要請を受けた場合は、速やかに、応援職員の派遣の措置を講じる。 

 

 

第５章 災害情報 

 

（災害情報） 

第15条 各部長は、各班から受けた災害情報を調査部長に報告する。 

２ 調査部長は、各部長から受けた災害情報を取りまとめ、本部運営部長報告する。 

３ 本部運営部長は、災害に関する情報を、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる内容

ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる報告先に報告する。 

 

種 類 内      容 報 告 先 

被害

情報 

発生報告 被害発生直後に当該被害の概要を報告 沿岸広域振興局経営企画部 

中間報告 
災害の規模及び状況が判明したときに随時報告 当該情報に係る事務を分掌

する担当課 

決定報告 
被害状況が確定し、災害応急対策が終了したとき

に報告 

当該情報に係る事務を分掌

する担当課 

応急対策報告 
被害情報と併せて、災害応急対策の内容及び進捗

状況を報告 

沿岸広域振興局経営企画部 

その他の報告 上記以外の報告で、必要な事項について報告 沿岸広域振興局経営企画部 

 

４ 本部運営部長は、収集した災害情報のうち、主要なものについて本部長に報告し、必要と認めるもの

については、次の措置を講じる。 

(1) 本部員会議への付議 

(2) 大槌町災害対策支援本部に対する通知 

(3) 防災関係機関の長に対する通知 

(4) 報道機関に対する通知 

一部改正〔平成22年訓令1号・29年1号・令和4年6号〕 

 

 

第６章 雑  則 

 

（補則） 

第17条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動その他に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。 

附 則（平成10年3月16日訓令第1号） 
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この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則（平成10年3月19日訓令第2号） 

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 

附 則（平成11年4月1日訓令第4号） 

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。 

附 則（平成11年6月30日訓令第7号） 

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。 

附 則（平成17年5月19日訓令第1号） 

この訓令は、公表の日から施行する。 

附 則（平成18年7月1日訓令第7号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年3月20日訓令第1号） 

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則（平成20年3月17日訓令第4号） 

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則（平成22年3月31日訓令第1号） 

この規程は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則（平成23年10月31日訓令第15号） 

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。 

附 則（平成25年11月12日訓令第15号） 

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則（平成26年3月31日訓令第4号） 

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則（平成29年1月13日訓令第1号） 

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。 

附 則（平成29年3月31日訓令第6号） 

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則（平成30年3月30日訓令第3号） 

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 

 附 則（平成31年4月1日訓練第19号） 

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 

 附 則（令和2年4月1日訓令第8号） 

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。 

 附 則（令和3年4月1日訓令第1号） 

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。 

 附 則（令和4年9月1日訓令第6号） 

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。 
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別表第１（第５条関係） 

 

全部改正〔平成29年訓令6号〕、一部改正〔平成30年訓令3号・31年19号・令和2年8号・32号・3年1号・4年

6号〕 

本部に置く部並びに部長及び副部長 

部 部長に充てる職 副部長に充てる職 

本部運営部 防災対策課長  

総 務 部 総 務 課 長 監査委員室長 

企 画 部 企画財政課長  

調 査 部 税務会計課長  

町 民 部 町 民 課 長  

福 祉 部 健康福祉課長 協働地域づくり推進課長 

産 業 部 産業振興課長  

土 木 部 技     監 地域整備課長 

水 道 部 上下水道課長  

教 育 部 教 育 次 長 学務課長、生涯学習課長 

※ 部長と副部長が兼務となっている場合、副部長は、本部長が指名する職員をもって充てる。 
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別表第２（第６条関係） 

 

全部改正〔平成29年訓令6号〕、一部改正〔平成30年訓令3号・31年19号・令和2年8号・32号・3年1号・4年

6号〕 

部に置く班及び班長 

部 班 班長に充てる職 

本部運営部 本部運営班 防災対策班長 

総務部 

総務班 総務班長 

情報班 職員情報班長 

企画部 
財政班、輸送・管財班 財政管財班長 

企画調整班 企画政策班長 

調査部 
調査班 課税班長 

出納班 出納班長 

町民部 

救援班 国保年金班長 

防疫班 
戸籍・住基班長 

食糧班 

清掃班 環境生活班長 

福祉部 

福祉班 
地域福祉班長 

被災者支援班 

救護班 健康長寿班長 

地域包括支援班 介護班長 

産業部 産業振興班 主幹兼商工観光班長 

土木部 
管理班 管理班長 

工務班 地域整備課工務班長 

水道部 

情報班 

上下水道課工務班長 調査復旧班 

浄水場・処理場班 

総務班 業務班長 

教育部 
学校班 大槌型教育推進班長 

避難施設班 生涯学習班長 

※ 本部長が、班長を副部長として指名した場合、次席の者を班長とみなす。 
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別表第３（第７条関係） 

 

全部改正〔平成29年訓令6号〕、一部改正〔平成30年訓令3号・31年19号・令和2年32号・3年1号・4年6号〕 

本部の部及び班の分掌事務 

部 班名 分掌事項 

本部運営部 本部運営班 

①災害対策本部の開設及び閉鎖に関すること 

②情報の収集、報告に関すること 

③災害に対する応急対応又は拡大防止のための対策立案に関すること 

④各部の行う防災対策の総合調整に関すること 

⑤災害対策本部会議に関すること 

⑥県、他市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

⑦避難所の開設判断、運営調整及び施設管理者との連絡調整に関すること 

⑧避難指示等の発令に関すること 

⑨防災行政無線等の通信業務に関すること 

⑩警戒区域の設定及び立入り制限等に関すること 

総務部 

総務班 

①本部の庶務に関すること 

②総合相談窓口の設置に関すること 

③自衛隊の災害派遣要請に関すること 

④国、県に対する災害に関する要請、陳情、行政外団体との交渉に関すること 

⑤報道対応及び報道機関との連絡調整に関すること 

⑥災害救助法のとりまとめに関すること 

⑦その他、他部に属さない事項 

情報班 

①職員の安否確認及び参集状況の把握に関すること 

②応援職員の派遣要請に関すること 

③県本部に対する資材等のあっせん及び協力要請に関するこ 

④災害対策応急作業に係る従事命令に関すること 

⑤情報の伝達に関すること 

⑥通信（器材含む）の確保に関すること 

企画部 

財政・輸送・

管財班 

①災害時の財政計画に関すること 

②物的応急公用負担命令並びに補償に関すること 

③災害関係物品の購入並びに受払に関すること 

④緊急輸送車両の確保及び災害時緊急通行車両に関すること 

⑤輸送車両用燃料の確保並びに給油券の発行に関すること 

⑥町有財産の被害調査・応急対策に関すること 

⑦町有車両の集中管理及び配車計画に関すること 

⑧災害応急復旧工事等の契約に関すること 

⑨災害対応予算に関すること 

企画調整班 

①緊急輸送体制確保のため外部機関との連絡、内部調整に関すること 

②関係交通機関との連絡調整に関すること 

③被災地の交通に関すること 

調査部 調査班 

①罹災証明の発行に関すること 

②災害の情報及び被害状況等の調査取りまとめに関すること 

③被災納税者の取扱いに関すること（減免、徴収猶予） 
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出納班 

①災害対策等の費用の経理に関すること 

②応急業務の出納管理に関すること 

③会計に関すること 

町民部 

救援班 

①生活必需物資の調達及び配分に関すること 

②被災者台帳システムに関すること 

③避難者名簿を用いた避難者数の把握・報告に関すること 

④国民年金申請免除に関すること 

⑤町民の安否確認情報に関すること 

⑥物資の集積拠点及び倉庫の管理に関すること 

防疫班 

①防疫用資器材の確保・配布に関すること 

②被災地域の防疫に関すること 

③おおつち斎苑の被害状況調査に関すること 

④おおつち斎苑来客者・委託先従業員の安否確認に関すること 

⑤御遺体の情報収集に関すること 

⑥安置所への収容に関すること 

⑦検視支援に関すること 

⑧御遺体の引渡しに関すること 

⑨御遺体の埋葬許可に関すること 

⑩遺体処理班に関すること 

⑪火葬費用の支給に関すること 

食糧班 ①応急食料の調達給与に関すること 

清掃班 

①一般廃棄物処理に関すること 

②し尿処理に関すること 

③リサイクルセンターの被害状況調査に関すること 

④避難所のごみ回収に関すること 

福祉部 

福祉班 

①社会福祉施設等の被害調査に関すること 

②生業生活資金の貸与に関すること 

③災害救助法事務に関すること 

④ボランティア活動に係る連絡調整に関すること 

⑤福祉に関する相談窓口等の設置、運営に関すること 

⑥福祉避難施設との連絡調整及び搬送に関すること 

⑦避難行動要支援者の安否確認に関すること 

⑧身体障がい者等に係る日常生活用具、補装具等の調達及びあっせんに関する

こと 

救護班 

①救護班の編成及び救護所の設置に関すること 

②医療機関並びに医療関係者の動員に関すること 

③町内（避難弱者）の輸送及び看護に関すること 

④医療施設等の被害調査に関すること 

⑤医療薬品及び衛生材料の把握と手配に関すること 

⑥健康管理活動に関すること 

⑦臨時予防接種の実施に関すること 

⑧感染症情報の収集と対策に関すること 

⑨疫学調査等への協力に関すること 

⑩避難所の感染症対策に関すること 

⑪避難所での健康確認に関すること 

⑫避難行動要支援者連絡（在宅医療介護連携業務）に関すること 

⑬病院診療体制の確認に関すること 
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被災者 

支援班 

①義援金の受付、配分に関すること 

②義援物資、町備蓄物資等の授受、配布に関すること 

③在宅避難者等の把握・報告に関すること 

④被災者の生活再建に係る相談に関すること 

⑤災害広報、記録に関すること 

⑥応急仮設住宅の管理に関すること 

地域包括 

支援班 

①指定居宅介護支援事業所利用者の安否確認に関すること 

②高齢者総合相談窓口の開設に関すること 

③在宅高齢者の実態調査に関すること 

④避難所高齢者の実態調査に関すること 

⑤施設替えの調整に関すること 

⑥福祉施設及び居宅介護施設の被害調査及び被害額の算定に関すること 

産業部 産業振興班 

①産業振興関係の被害調査に関すること 

②県営漁港の被害状況確認に関すること 

③観光客対策に関すること 

④産業関係機関の状況整理に関すること 

⑤産業振興関係の応急復旧及び応急体制調整に関すること 

⑥産業振興関係の町有施設の復旧に関すること 

⑦産業振興関係の災害廃棄物処理調整に関すること 

⑧国・県との補助支援制度調整に関すること 

⑨金融機関との融資調整に関すること 

土木部 

工務班 

①公共土木施設等の被害調査に関すること 

②応急復旧用資材の確保、調達、斡旋に関すること 

③道路施設の保全及び交通制限に関すること 

④道路､河川､橋梁の応急対策及び障害物除去に関すること 

⑤国、県道管理機関との連絡調整に関すること 

管理班 

①町営住宅及び公共建築物対策に関すること 

②応急仮設住宅の用地選定、建設、供与及び応急修理に関すること 

③住宅情報相談窓口の設置に関すること 

④被災宅地及び被災建築物の応急危険度判定に関すること 

⑤公園管理、都市計画施設の被害調査、復旧に関すること 

水道部 

情報班 

①被害状況等の情報収集に関すること 

②関連行政部局への連絡調整に関すること 

③民間企業等との連絡調整に関すること 

④緊急点検及び調査に関すること 

⑤汚水溢水及び浸水等の緊急対策に関すること 

⑥汚水処理場及び雨水ポンプ場の応急復旧に関すること 

⑦災害復旧事業の確認に関すること 

⑧災害査定申請準備に関すること 

調査復旧班 

浄水場・処理場班 

①応急給水に関すること 

②応急給水に係る支援要請に関すること 

③浄水場の応急復旧に関すること 

④上下水道管路施設の応急復旧に関すること 

総務班 上下水道に係るデータ類の保護に関すること 
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教育部 

学校班 

①学園施設、OLAI等の被害調査及び応急復旧に関すること 

②学用品及び教材等の調達、確保に関すること 

③災害時の応急教育に関すること 

④被災児童･生徒の被害調査及び応急対策に関すること 

⑤被災児童・生徒に対する学用品等の支給に関すること 

⑥被災児童・生徒に対する学校給付金等の減免措置に関すること 

避難施設班 

①社会教育施設等の被害調査及び応急復旧に関すること 

②指定文化財の被害状況調査及び保護に関すること 

③避難所の被害状況調査及び開設に関すること 

④避難住民の誘導、受け入れに関すること 

⑤避難住民の安全確保に関すること 

⑥備蓄物資の保管、使用に関すること 

⑦避難所の応急復旧に関すること 
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3-2 気象予報・警報等の伝達計画 

 

3-2-1 気象警報・注意報の発表基準 

   

（浸水害）

（土砂災害）

陸上

海上

陸上

海上

平野部

山沿い

（浸水害）

（土砂災害）

陸上

海上

陸上

海上

平野部

山沿い

陸上

海上

波浪

高潮

大雪

波浪

高潮

大槌町

府県予報区

一次細分区域

市町村等をまとめた地域

大雨

警報

有義波高

潮位

暴風 平均風速

暴風雪 平均風速

6.0ｍ

1.3ｍ

9

113

－

大槌川流域＝22.9　小鎚川流域＝17

大槌川流域＝(5,20.5)　小鎚川流域＝(5,12.2)

15ｍ／ｓ

20ｍ／ｓ

15ｍ／ｓ雪を伴う

20ｍ／ｓ雪を伴う

12時間降雪の深さ50ｃｍ

岩手県

沿岸南部

釜石地域

降雪の深さ大雪
12時間降雪の深さ30ｃｍ

洪水

流域雨量指数基準

表面雨量指数基準

土壌雨量指数基準

指定河川洪水予報
による基準

複合基準　*１

洪水

流域雨量指数基準 大槌川流域＝15.1　小鎚川流域＝13.6

複合基準　*１ 大槌川流域＝(5,14.6)　小鎚川流域＝(5,11)

指定河川洪水予報
による基準

－

大雨
表面雨量指数基準 6

土壌雨量指数基準 75

15ｍ／ｓ

暴風雪 平均風速
10ｍ／ｓ雪を伴う

15ｍ／ｓ雪を伴う

暴風 平均風速
10ｍ／ｓ

降雪の深さ
12時間降雪の深さ15cm

12時間降雪の深さ20cm

有義波高 3.0ｍ

0.9ｍ

濃霧

なだれ

低温

①最小湿度40％、実効温度65％、風速7ｍ／ｓ以上が2時間継続
②最小湿度35％、実効温度60％

①山沿いで24時間降雪の深さが40cm以上
②積雪が50cm以上で、日平均気温5℃以上の日が継続

夏季：最高・最低・平均気温のいずれかが、平年より4～5℃以上低い日が数日以上続くとき
冬季：①最低気温が氷点下6℃以下であって、最低気温が平年より5℃以上低いとき
　　　②最低気温が氷点下6℃以下であって、最低気温が平年より2℃以上低い日が数日続くとき

雷

融雪

乾燥

*1（表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。

令和2年8月6日現在
発表官署　盛岡地方気象台

霜

着氷・着雪

記録的短時間大雨情報 1時間雨量

早霜、晩霜期におおむね最低気温2℃以下（早霜期は農作物の生育を考慮し実施する）

大雪注意報の条件下で気温－2℃より高い場合

100mm

注意報

落雷とうにより被害が予想される場合

融雪により被害が予想される場合

視程
100ｍ

500ｍ

潮位

 



 

大槌町地域防災計画 資料編 

資料編-65 

 

3-3 通信情報計画 
 
3-3-1 災害時優先電話 

(1) 災害時優先通信 

災害の救援、復旧や公共の秩序を維持するため、法令に基づき、防災関係等各種機関等に対し、固

定電話及び携帯電話の各電気通信事業者が提供しているサービス。 

ア 優先電話の概要 

災害等で電話が込み合うと、発信規制や接続規制といった通信制限により、通常の電話は被災

地からの発信や被災地への接続は制限されるが、優先電話はこうした制限を受けずに発信や接続

を行うことができる。 

イ 優先電話の利用に関する注意点 

  優先電話は、あくまで電話を「優先」扱いするものであって、必ずつながることを保証するも 

 のではない。災害時の通信手段については、優先電話のみに頼ることなく、衛星電話、専用線、自

 営無線等の複数の通信システムの活用とあわせ、防災機関等において適切に確保することが求めら

 れる。 

優先電話の割り当てを受けた防災機関等においては、いざという時に優先電話を確実に利用でき

るよう、優先電話となる電話機にシールを貼る等して、関係者への周知を行うとともに、優先電話

を発信専用電話として利用する。 

 

〈参 考〉 

電気通信事業法（昭和59年12月・法律第86号）第８条 

電気通信事業法施行規則（昭和60年４月・郵政省令第25号） 

第５章・第55号～第56号 
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3-3-2 専用通信施設の設置状況（町） 

（令和４年８月現在） 
 

設
置
場
所 

施 設 の 名 称              

（呼出名称）              

基地､中継､

固定､移動

の別 

無線機 
通信の 

方式 

電波の 

型式 

周波数 

MHz 

設  置 

（常置場所） 
通信管理者 使用目的 

 

出力 台数 

大
槌
町 

ぼうさいおおつちやくば 固定局 1W １ 単信 F3E 63.56 中央公民館 防災対策課長 防災行政用 

ぼうさいおおつちこうほう 固定局 10 １ 〃 〃 69.165 大槌町役場 〃 〃 

 

3-3-3 東北地方非常通信協議会構成員名簿（岩手県内構成員） 

構成員名  構成員名 

岩手県  野田村 

岩手県警察本部  洋野町 

盛岡市  一戸町 

宮古市  東北漁業無線協会 

大船渡市  日本放送協会盛岡放送局 

北上町  （株）アイビーシー岩手放送 

久慈市  （株）テレビ岩手 

遠野市 消防本部  （株）岩手めんこいテレビ 

陸前高田市  （株）岩手朝日テレビ 

釜石市  （株）エフエム岩手 

八幡平市  （株）ラヂオもりおか 

奥州市  奥州エフエム放送（株） 

雫石町  盛岡ガス（株） 

滝沢市  三陸鉄道（株） 

大槌町  岩手県北自動車（株） 

山田町  岩手県開発鉄道（株） 

岩泉町  （社）岩手県タクシー協会 

田野畑村  （一社）日本アマチュア無線連盟岩手県支部 

普代村  （株）日本政策金融公庫盛岡支店中小企業事業 
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3-4 情報の収集・伝達計画 

 

3-4-1 被害状況の判定基準 

(1) 災害による人及び建物等の被害の判定基準は、おおむね次によるものとする。 
 
 

被 害 区 分                  判 定 基 準                               
 

人 

的 

被 

害 

死   者 
死体を確認したもの、又は死体を確認することができないが死亡したことが
確実なもの 

行方不明 所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるもの 

負傷者 
重傷者 １月以上の治療を要する見込みのもの 

軽傷者 １月未満で治療できる見込みのもの 

住 

家 

の 

被 

害 

全焼、全壊 
流失 

住家の損壊、消失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の 

70％以上に達した程度のもの、又は住家の主要構造部の被害額がその住家の

時価の50％に達した程度のもの 

半壊、半焼 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、

損壊部分がその住家の延床面積の20％以上70％未満のもの又は住家の主要構

造部の被害額がその住家の20％以上50％未満のもの 

一部破損 
被害が半壊に達しないが、ある程度の補修を加えれば再びその目的に使用で

きる程度のもの 

浸 水 

床 上 浸水が住家の床上に達した程度のもの 

床 下 浸水が住家の床上に達せず、床下に溜まった程度のもの 

田
畑
の

被
害 

流失、埋没 耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため耕作が不能となったもの 

冠   水 植付作物の先端が見えなくなる程度に水につかったもの 
  

そ 

の 

他 

の 

被 

害 
道路決壊 国道、県及び市町村道の一部が損壊し車両の通行が不能となった程度の損害 

橋梁流失 
市町村道以上の道路に架設した橋が一部又は全部流失し、一般の渡橋が不能

になった程度の被害 

堤防決壊 
河川法による１級河川及び２級河川の堤防、あるいは溜池、かんがい用水路

の堤防が決壊し復旧工事を要する程度の被害 

鉄道不通 汽車、電車等の通行が不能になった程度の被害 

被 害 

船 舶 

沈 没 船体が没し、航行不能になったもの 

流 失 流失し、所在が不明になったもの 

破 損 修理しなければ航行できないもの 

文
化
財
の
被
害 

全壊又は滅失 
文化財が滅失し、又は損壊部分が甚だしく残存部分に補修を加えても文化財

としての価値を失ったと認められるもの 

半    壊 
重要部分に相当の被害を被ったが、相当の補修を加えれば文化財としての価

値を維持できるもの 

一 部 破 損              被害が一部分にとどまり、補修により文化財としての価値を維持できるもの 
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(2) 被害報告に使用する用語の定義は次のとおりとする。 
 

 用  語 定 義                                    
 

住   家 

現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問

わない。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等の施設に常時人が居住

している場合には当該部分は住家とする。 

世   帯 

生計を一にしている実際の生活単位をいう。従って、同一家屋内に親子夫婦であっ

ても、生活の実態が別々であれば当然２世帯となる。また、主として学生等を宿泊

させている寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に宿泊するもので、共同生活を

営んでいるものについては、原則としてその寄宿舎等を１世帯として取扱うものと

する。 

非住家被害 住家以外の建築物で全壊、半壊程度の被害をうけたものをいう。 

船   舶 櫓、櫂のみをもって運転する舟以外の舟をいう。 

り災世帯 災害により、全壊、半壊、床上浸水により被害をうけた世帯をいう。 

り 災 者 り災世帯の構成員をいう。 

 

 

(3) 災害情報は、次の種類別に報告する。 

 

 

 種 類         内 容                       報告様式 伝 達 手 段                  
 

被 

害 

情 

報 

発生報告 被害発生直後にその概要を報告するもの 様式１ 
  防災行政無線 
 （音声、FAX） 

中間報告 
被害の規模及びその状況が判明したと

き、随時、報告するもの 

様式２ 
 ～22 

  防災行政無線及び電話 

（音声、FAX） 

決定報告 
被害状況が確定し、災害応急対策が終了

したときに報告するもの 

様式２ 
 ～22 

  文書 

応急対策報告 
発生報告と併せて、災害応急対策の内容

とその進捗状況を報告するもの 
様式１ 

  防災行政無線 
 （音声、FAX） 

その他の報告 
前記の報告以外で、必要な事項について

報告するもの 
任意様式   文書 
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3-6 交通確保・輸送計画 
 

3-6-1 町内主要事業所所有重機一覧表 

（令和５年２月現在） 

（資料：大槌町地域整備課） 

 
名   称 ブルドーザ ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ グレーダー バックホー 電 話 

 

 大槌町   １ １  42-2111 

 松村建設㈱  ５ １０  １０ 42-3640 

 八幡組   ３  ６ 42-8600 

㈲小松組  ３ ９  １０ 42-7268 

㈲田中興業  １ ３   42-5792 

 ㈱藤原組 １ １ ３  ８ 45-2026 

 ㈲岩間建設工業   ４  ４ 42-5151 

㈲まるたに商事   １  ３ 42-3626 

 三浦設備㈱  １ ６  ７ 26-5641 

 ㈱山口建設   ２  ２ 42-6005 

 山千㈱  ２ ２  １ 42-3111 

 

福士鉱業所  ４ 
１１ 

(11t) 
 ５ 44-3011 
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3-6-2 緊急通行車両一覧表 

                    （令和５年11月現在） 

No 所属課 自動車登録番号 車種 
災害応急対策

用務等 
済証年月日 受付番号 

タイプ（用

途） 

1 防災対策課 岩手 300る 6207 
日産 

エクストレイル 
応急復旧用務 R5.9.29 

23211125001 

00003 
普通乗用 

2 企画財政課 岩手 300ゆ 7787 
日産 

キャラバン 
応急復旧用務 R5.9.29 

23211125001 

00004 
普通乗用 

3 企画財政課 岩手 200さ 1938 
トヨタ 

コースター 
応急復旧用務 R5.9.29 

23211125001 

00005 

マイクロバ

ス 

4 企画財政課 岩手 400つ 3723 
トヨタ 

ハイエース 
応急復旧用務 R5.9.29 

23211125001 

00006 
普通乗用 

5 企画財政課 岩手 580ち 65 
スズキ 

ワゴンＲ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00048 
軽乗用 

6 企画財政課 岩手 502た 6045 トヨタアクア 応急復旧用務 R5.11.24 
23211125001 

00049 
普通乗用 

7 企画財政課 岩手 502た 6046 
トヨタ 

アクア 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00050 
普通乗用 

8 企画財政課 岩手 502せ 4509 
トヨタ 

カローラ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00051 
普通乗用 

9 企画財政課 岩手 400つ 3882 
トヨタ 

サクシード 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00052 
普通乗用 

10 企画財政課 岩手 480け 3798 
スズキ 

キャリィ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00053 
軽貨物 

11 企画財政課 岩手 480け 4612 
ダイハツ 

ハイゼットトラック 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00054 
軽貨物 

12 企画財政課 岩手 400つ 9525 
三菱 

キャンター 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00055 
中型貨物 

13 企画財政課 岩手 100せ 4197 
三菱 

キャンター（箱） 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00056 
中型貨物 

14 企画財政課 岩手 400と 5046 
日産 

ＡＤバン 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00057 
普通乗用 

15 税務会計課 岩手 480こ 1400 
スズキ 

アルトバン 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00058 
軽乗用 

16 町民課 岩手 480こ 2069 
ダイハツ 

ハイゼットトラック 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00059 
軽貨物 

17 
リサイクル 

センター 
岩手 480か 3791 

スバル 

サンバー軽ダンプ 
応急復旧用務 R5.9.29 

23211125001 

00007 
軽ダンプ 

18 
リサイクル 

センター 
岩手 480こ 5900 

スズキ 

エブリィ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00060 
小型軽貨物 

19 健康福祉課 岩手 400つ 3996 
日産 

ＡＤバン 

被災者の救援 

・救助 
R5.9.29 

23211125001 

00008 
ライトバン 

20 健康福祉課 岩手 580ぬ 4300 
ダイハツ 

タント 

被災者の救援 

・救助 R5.11.24 
23211125001 

00061 
軽乗用 

21 健康福祉課 岩手 580ぬ 4301 
ダイハツ 

タント 

被災者の救援 

・救助 R5.11.24 
23211125001 

00062 
軽乗用 

22 健康福祉課 岩手 800す 6171 
日産 

キャラバン 

被災者の救援 

・救助 R5.11.24 
23211125001 

00063 
普通乗用 

23 健康福祉課 岩手 580ぬ 1700 
マツダ 

ＡＺワゴン 

被災者の救援 

・救助 R5.11.24 
23211125001 

00064 
軽乗用 
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24 健康福祉課 岩手 580ぬ 1701 
マツダ 

ＡＺワゴン 

被災者の救援 

・救助 R5.11.24 
23211125001 

00065 
軽乗用 

25 健康福祉課 岩手 580よ 6674 
ダイハツ 

ミライース 

被災者の救援 

・救助 R5.11.24 
23211125001 

00066 
軽乗用 

26 産業振興課 岩手 400つ 4598 
マツダ 

ファミリア 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00067 
普通乗用 

27 産業振興課 岩手 400つ 1186 
マツダ 

ファミリア 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00068 
普通乗用 

28 産業振興課 岩手 581く 8688 
スズキ 

ジムニー 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00069 
軽乗用 

29 環境整備課 岩手 300る 6206 
日産 

エクストレイル 
応急復旧用務 R5.9.29 

23211125001 

00009 
普通乗用車 

30 環境整備課 岩手 400つ 1187 
マツダ 

ファミリア 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00070 
普通乗用 

31 環境整備課 岩手 480け 3874 
スズキ 

キャリィ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00071 
軽貨物 

32 環境整備課 岩手 480こ 1397 
スズキ 

アルトバン 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00072 
軽乗用 

33 学務課 岩手 200さ 1857 
日産 

シビリアン 
応急教育用務 R5.9.29 

23211125001 

00010 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

34 学務課 岩手 220さ 1858 
日産 

シビリアン 
応急教育用務 R5.9.29 

23211125001 

00011 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

35 学務課 岩手 220さ 1859 
日産 

シビリアン 
応急教育用務 R5.9.29 

23211125001 

00012 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

36 学務課 岩手 220さ 1860 
日産 

シビリアン 
応急教育用務 R5.9.29 

23211125001 

00013 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

37 学務課 岩手 220さ 1861 
日産 

シビリアン 
応急教育用務 R5.9.29 

23211125001 

00014 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

38 学務課 岩手 480こ 763 
ダイハツ 

ハイゼットトラック 
応急教育用務 R5.11.24 

23211125001 

00073 
軽貨物 

39 
学務課 

岩手 480こ 1401 
スズキ 

アルトバン 
応急教育用務 R5.11.24 

23211125001 

00074 
軽乗用 

40 
学務課 

岩手 200は 705 
いすゞ 

ガーラミオ 
応急教育用務 R5.11.24 

23211125001 

00075 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

41 
学務課 

岩手 200さ 1458 
三菱 

ローザ 
応急教育用務 R5.9.29 

23211125001 

00015 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

42 
学務課 

岩手 200さ 2424 
トヨタ 

コースター 
応急教育用務 R5.11.24 

23211125001 

00076 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

43 学務課 岩手 200は 769 
日野 

メルファ 
応急教育用務 R5.11.24 

23211125001 

00077 

マイクロバ

ス（ＳＢ） 

44 生涯学習課 岩手 480き 4715 
スズキ 

エブリー 応急教育用務 R5.11.24 
23211125001 

00078 
軽ワゴン 

45 生涯学習課 岩手 480け 4613 
ダイハツ 

ハイゼットトラック 応急教育用務 R5.11.24 
23211125001 

00079 
軽貨物 

46 
生涯学習課

（図書） 
岩手 480こ 9860 スバルサンバー 応急教育用務 R5.11.24 

23211125001 

00080 
軽貨物 

47 
学校給食セ 

ンター 
岩手 480く 5473 

マツダ 

スクラムトラック 応急教育用務 R5.11.24 
23211125001 

00081 
軽貨物 
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48 上下水道課 岩手 800す 6064 
日野 

デュトロ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00082 

トラック 

（給水車） 

49 上下水道課 岩手 480け 4598 
ダイハツ 

ハイゼットカーゴ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00083 
軽貨物 

50 上下水道課 岩手 480こ 5901 
スズキ 

エブリィ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00084 
軽乗用 

51 上下水道課 岩手 480け 3876 
スズキ 

キャリィ 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00086 
軽貨物 

52 上下水道課 岩手 480こ 1398 
スズキ 

アルトバン 
応急復旧用務 R5.11.24 

23211125001 

00086 
軽乗用 

53 学務課 岩手 400つ 4597 
マツダ 

ファミリアバン 
応急復旧用務 R5.9.29 

23211125001 

00001 
普通乗用 

54 上下水道課 岩手 400ち 6968 日産ＡＤバン 応急復旧用務 R5.11.24 
23211125001 

00087 
ライトバン 

55 総務課 岩手 301な 8233 トヨタクラウン 
緊急輸送の確

保用務 
R5.9.29 

23211125001 

00002 
乗用 
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3-6-3 町内運送業者 

町内運送業者一覧 
 

  

  

  

  

  

  

  

事 業 者 名 住    所 電 話 
 

 ㈲大槌運送 大槌町吉里吉里1-8-4 44-3211 

 ㈲東開運送 大槌町吉里吉里1-141-1 44-3050 

 
ナカサンカーゴ  大槌町小鎚第19地割38-1 42-3740 

 

 
ヤマト運輸三陸中央営業所（大槌）） 大槌町第13地割76-1 0570-200-000 

 

 

                      （資料：令和４年４月１日 大槌町防災対策課） 

 

3-6-4 用途別、車種別自動車数調 
 
 

総 数 

貨 物 用               乗 合 用          乗 用          特殊用用途 
小
型
二
輪
車 

軽
自
動
車 

 

普
通
車 

小
型
車 

被
牽
引
車 

普
通
車 

小
型
車 

普
通
車 

小
型
車 

特
殊
車 

大
型
特
殊
車 

9,378 299 354 3 11 39 1,664 1,955 181 28 174 4,670 

 
（資料：令和元年度版 岩手県統計年鑑） 

 

 

3-6-5 船艇の所属現有数 

船艇の所属現有数及び可動数 
 

       種   別 

 

 所属及び調達先 
無 動 力 船 動 力 船 計 備 考 

 

新おおつち漁業協同組合 １ ３２２ ３２３  無動力船は定置網漁用 

（資料：令和４年11月現在 新おおつち漁業協同組合） 
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3-6-6 石油プロパン取扱業者一覧表 

（令和４年11月現在） 

区分 住    所 店      名 電 話 備 考 

石 

油 

類 

大槌町小鎚第20地割3-4 冨士見総業（株） 42-8883  

大槌町大槌12-125 赤武石油ガス(株) 42-3167  

大槌町大槌12-B棟 (有)小國石油店 42-3062 油種限定 

大槌町吉里吉里1-2-50 (有)釜甚興産 44-2432  

大槌町安渡1-19-1 (有)さとだて石油 42-5008  

大槌町吉里吉里2-5-10 川勝商店 44-2858 油種限定 

大槌町大槌22-18-1 (有)サトウ商会 42-6211  油種限定 

大槌町金沢28-42-2 金沢灯油販売 46-2011 油種限定 

プ 

ロ 

パ 

ン 

ガ 

ス 

大槌町大槌12-125 赤武石油ガス(株) 42-3167  

大槌町吉里吉里2-5-10 川勝商店 44-2858  

大槌町大槌24-30-14 後藤プロパン 42-4333  

大槌町大槌23-E棟 (株)鈴藤商店 42-3362  

大槌町大槌16-25 
(有)ＪＡとおのライフサービス 

ＬＰＧセンター大槌 
42-7715  
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3-13 災害救助法の適用計画 
 
3-13-1 災害救助法による救助の種類、程度、期間等 

（令和４年４月１日現在） 
 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

避難所の設置 災害により現に被害を

受け、又は受けるおそ

れのある者に供与す

る。 

（基本額） 

避難所設置費 

１人 １日当たり 

320 円以内 

高齢者等の要援護者等を収容す

る「福祉避難所」を設置した場

合、当該地域における通常の実

費を支出でき、上記を超える額

を加算できる。 

災害発生の日

から７日以内 

１ 費用は、避難所の設置、

維持及び管理のための賃金

職員等雇上費、消耗器材

費、建物等の使用謝金、借

上費又は購入費、光熱水費

並びに仮設便所等の設置費

を含む。 

２ 避難に当たっての輸送費

は別途計上 

３ 避難所での生活が長期に

わたる場合等においては、

避難所に避難している者の

健康上の配慮等により、ホ

テル・旅館など宿泊施設を

借上げて実施することが可

能 

応急仮設住宅

の供与 

住家が全壊、全焼又は

流出し、居住する住家

がない者であって、自

らの資力では住家を得

ることができない者 

○ 建設型仮設住宅 

 １ 規模 

   応急救助の趣旨を踏ま

え、実施主体が地域の実

情、世帯構成等に応じて設

定 

 ２ 基本額 １戸当たり 

    5,610,000 円以内 

 ３ 建設型仮設住宅の供与終

了に伴う解体撤去及び土地

の現状回復のために支出で

きる費用は、当該地域にお

ける実費 

災害発生の日

から20日以内

に着工 

１ 費用は設置にかかる原材

料費、労務費、付帯設備工

事費、輸送費及び建築事務

費等の一切の経費として 

 5,610,000 円以内であれば

よい。 

２ 同一敷地内等に概ね50戸

以上建設した場合は、集会

等に利用するための施設を

設置できる。（50戸未満で

あっても小規模な施設を設

置できる。） 

３ 高齢者等の要援護者等を

数人以上収容する「福祉仮

設住宅」を設置できる。 

４ 供与期間は2年以内 

 

○ 借上型仮設住宅 

 １ 規模 建設型仮設住宅に

準じる 

 ２ 基本額 

   地域の実情に応じた額 

災害発生のひ

から速やかに

借上げ、提供 

１ 費用は、家賃、共益費、

敷金、礼金、仲介手数料、

火災保険等、民間賃貸住宅

の貸主、仲介業者との契約

に不可欠なものとして、地

域の実情に応じた額とする

こと。 

２ 供与期間は建設型仮設住

宅と同様 
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炊出しその他

による食品の

給与 

１ 避難所に収容され

た者 

２ 住家に被害を受

け、若しくは災害に

より現に炊事のでき

ない者 

１人１日当たり 

1,140 円以内 

災害発生の日

から７日以内 

食品給与のための総経費を延

給食日数で除した金額が限度

額以内であればよい。 

（１食は 1/3 日） 

 

飲料水の供給 現に飲料水を得ること

ができない者（飲料水

及び炊事のための水で

あること。） 

当該地域における通常の実費 災害発生の日

から７日以内 

輸送費、人件費は別途計上 

被服、寝具そ

の他生活必需

品の供与又は

貸与 

全半壊（焼）、流失、

床上浸水等により、生

活上必要な被服、寝

具、その他生活必需品

を喪失、若しくは毀損

等により使用すること

ができず、直ちに日常

生活を営むことが困難

な者 

１ 夏季(4月～9月)冬季(10月

～3月)の季別は災害発生の日

をもって決定する。 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の日

から10日以内 

１ 備蓄物資の価格は年度当

初の評価額 

２ 現物給付に限ること 

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 

6人以上1

人増すご

とに加算 

全壊 

全焼 

流失 

夏 18,500 23,800 35,100 42,000 53,200 7,800 

冬 30,600 39,700 55,200 64,500 81,200 11,200 

半壊 

半焼 

床上浸水 

夏 6,000 8,100 12,200 14,800 18,700 2,600 

冬 9,800 12,800 18,100 21,500 27,100 3,500 

医療 ○医療の途を失った者

（応急的処置） 

１ 救護班…使用した薬剤、治

療材料、医療器具破損等の実

費 

２ 病院又は診療所…国民健康

保険診療報酬の額以内 

３ 施術者…協定料金の額以内 

災害発生の日か

ら14日以内 

患者等の移送費は、別途計上 

助産 災害発生の日以前又は

以後の７日以内に分べ

んした者であって、災

害のため助産の途を失

った者（出産のみなら

ず、死産及び流産を含

み現に助産を要する状

態にある者） 

１ 救護班等による場合は、使

用した衛生材料等の実費 

２ 助産師による場合は、慣行

料金の 100 分の 80 以内の

額 

分べんした日か

ら７日以内 

妊婦等の移送費は、別途計上 

被災者の救出 １ 現に生命、身体が

危険な状態にある者 

２ 生死不明の状態に

ある者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら３日以内 

１ 期間内に生死が明らかに

ならない場合は、以後「死

体の捜索」として取り扱う 

２ 輸送費、人件費は、別途

計上 

被災した住宅

の応急修理 

１ 住家が半壊（焼）

し、自らの資力では

応急修理をすること

ができない者 

２ 大規模な補修を行

わなければ居住するこ

居室、炊事場、便所等日常生活

に必要最小限度の部分 

一世帯あたりの限度額 

584,000 円以内 

災害発生の日か

ら１ヶ月以内 
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とが困難である程度に

住家が半壊（焼）した

者。 

学用品の給与 住家の全壊（焼）、流

失、半壊（焼）又は床

上浸水により学用品を

喪失又は毀損等により

使用することができ

ず、就学上支障のある

小学校児童、中学校生

徒、義務教育学校生徒

及び高等学校等生徒 

１ 教科書及び教科書以外の教

材で教育委員会に届け出又は

その承認を受けて使用してい

る教材、又は正規の授業で使

用している教材実費 

２ 文房具および通学用品は、

1人当たり次の金額以内 

・小学生児童  4,400 円 

・中学校生徒   4,700 円 

・高等学校等生徒 5,100円 

災害発生の日か

ら（教科書） 

１ヶ月以内 

 

（文房具及び通

学用品） 

15日以内 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は個々の

実情に応じて支給する 

埋葬 災害の際死亡した者を

対象にして実際に埋葬

を実施する者 

１体当たり 

大人（12歳以上） 

211,300 円以内 

小人（12歳未満） 

168,900円以内 

災害発生の日か

ら10日以内 

災害発生の日以前に死亡した

者であっても対象となる。 

死体の捜索 行方不明の状態にあ

り、かつ、四井の事情

によりすでに死亡して

いると推定される者 

当該地域における通常の実費 災害発生の日か

ら10日以内 

１ 輸送費、人件費は、別途

計上 

２ 災害発生後 3 日を経過

したものは一応死亡した者

と推定している。 

死体の処置 災害の際死亡した者に

ついて、死体に関する

処理（埋葬を除く。）

をする。 

（洗浄、消毒等） 

１体当たり 3,400 円以内 

（一時保存） 

・既存建物借上費 

通常の実費 

・既存建物以外 

１体当たり 5,300 円以内 

（検案） 

救護班以外は慣行料金 

 

災害発生の日か

ら10日以内 

１ 検案は原則として救護班 

２ 輸送費、人件費は、別途

計上 

３ 死体の一時保存にドライ

アイスの購入費等が必要な

場合は、当該地域における

通常の実費を加算できる。 

障害物の除去 居室、炊事場、玄関等

に障害物が運びこまれ

ているため生活に支障

をきたしている場合で

自力では除去すること

ができない者 

 

市町村内において障害物の除去

を行った１世帯当たりの平均 

135,400 円以内 

災害発生の日か

ら10日以内 

 

輸送費及び賃

金 

職員等雇上費 

１ 被災者の避難に係

る支援 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理

配分 

当該地域における通常の実費 救助の実施が認

められる期間以

内 
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実費弁償 災害救助法施行令第４

条第１号から第４号ま

でに規定する者 

災害救助法第 7 条第 1 項の規

定により救助に関する業務に従

事させた都道府県知事の総括す

る都道府県の常勤の職員で当該

業務に従事した者に相当するも

のの給与を考慮して定める。 

救助の実施が認

められる期間以

内 

時間外勤務手当及び旅費は別

途に定める額 

救助の事務を

行うのに必要

な費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 時間外勤務手当 

２ 賃金職員等雇上費 

３ 旅費 

４ 需用費(消耗品

費、燃料費、食糧

費、印刷製本費、光

熱水費、修繕料) 

５ 使用料及び賃借料 

６ 通信運搬費 

７ 委託費 

救助事務費に支出できる費用

は、法第 21 条に定める国庫負

担を行う年度（以下「国庫負担

対象年度」という。）における

各災害に係る左記 1 から 7 ま

でに掲げる費用について、地方

自治法施行令（昭和 22 年政令

第 16 号）第 143 条に定める

会計年度所属区分により当該年

度の歳出に区分される額を合算

し、各災害の当該合算した額の

合計額が、国庫負担対象年度に

支出した救助事務費以外の費用

の額の合算額に、次のイからト

までに掲げる区分に応じ、それ

ぞれイからトまでに定める割合

を乗じて得た額の合計額以内と

すること。 

イ 3 千万円以下の部分の金額

については  

100 分の 10 

ロ 3 千万円を超え 6 千万円

以下の部分の金額については

100 分の 9 

ハ 6 千万円を超え 1億 円以

下の部分の金額については

100 分の 8 

ニ 1 億円を超え 2 億円以下

の部分の金額については 

100 分の 7 

ホ 2 億円を超え 3 億円以下

の部分の金額については 

100 分の 6 

ヘ 3 億円を超え 5 億円以下

の部分の金額については 

100 分の 5 

ト 5 億円を超える部分の金額

については 

 100 分の 4 

救助の実施が認

められる期間及

び災害救助費の

精算する事務を

行う期間以内 

災害救助費の精算事務を行う

のに要した経費も含む。 
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3-15 医療・保健計画 
 
3-15-1 医療施設等一覧表 

（令和４年４月現在） 
  (1) 医療施設 

病 院 名                   所 在 地                   電話番号 

県 立 大 槌 病 院 大槌町小鎚23-1-1 42-2121 

大槌おおのクリニック 大槌町吉里吉里2丁目9番20号 44-3122 

藤井小児科内科ｸﾘﾆｯｸ 大槌町小鎚27-3-4ｼｰｻｲﾄﾞﾀｳﾝﾏｽﾄ2F 42-7788 

道又内科小児科医 院 大槌町大槌15地割字辺地ヶ沢95-255 42-2500 

植 田 医 院 大槌町小鎚23地割字寺野23-1 42-2130 

ふ じ ま る 内 科 医 院 大槌町上町1-16 27-5151 

おしゃち外科クリニック 大槌町大町6-5 27-5656 

 
  (2) 歯科医院 

  病 院 名                   所 在 地                   電話番号 備  考 

小 松 歯 科 医 院 大槌町大槌第15地割95-15 42-7702  

近 藤 歯 科 医 院 大槌町小鎚22地割42-1 42-7667  

おおつちじょうない歯科医院 大槌町大ケ口2丁目100-10 42-8418  

 
  (3) 薬局・薬店 

  病 院 名                   所 在 地                   電話番号 備  考 

菊 屋 薬 局 大槌町小鎚27-3-4ｼｰｻｲﾄﾞﾀｳﾝﾏｽﾄ2F 

号 

42-3526  

つ く し 薬 局  本 店 大槌町小鎚第23地割23-1 42-8500  

ひ ょ っ こ り 薬 局 大槌町大槌第15地割95-256 27-5220  

ハ ー ブ 薬 局 大槌町吉里吉里1丁目504-10 44-3171  

薬 王 堂 ㈱ 岩 手 大 槌 店 大槌町大槌22-20-1 42-8399  

ド ラ ッ グ 1 0 0 9 大槌町小鎚27-3-4ｼｰｻｲﾄﾞﾀｳﾝﾏｽﾄ1F 42-4700  

ド ラ ッ ク ヒ ラ ノ 大槌町大ケ口1-7-17 42-3835  

ク リ ス 薬 局 大槌町本町6-18 55-5891  

ツ ル ハ ド ラ ッ グ 大 槌 大槌町大槌第23地割字沢山8-1 27-5472  

 
  (4) その他の施設 

  病 院 名                   所 在 地                   電話番号 備  考 

橋 本 整 骨 院 大槌町大ケ口1丁目13-16 42-5308  
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3-17 給水計画 
 
3-17-1 水道事業者一覧表 

【 町 内 業 者 】       （令和４年９月３０日現在） 

給水 排水 工 事 店 名 所 在 地 電話番号 

○ ○ SKC水道設備 大槌町赤浜 1丁目 1番 1号 090-8254-9108 

○ ○ 有限会社 丸晴 大槌町赤浜 2丁目 2番 22号 0193-42-6217 

 ○ 有限会社 岩間建設工業 大槌町安渡 1丁目 6番 3号 0193-42-5151 

○ ○ 大安環境 有限会社 大槌町安渡 3丁目 11番 17号 0193-42-2263 

○ ○ 家子不動産開発 株式会社 大槌町上町 14番 28号 0193-42-7721 

 ○ 有限会社 田中興業 大槌町大槌第 6地割字宮ノ口 150番地 14 0193-42-5792 

○ ○ 有限会社 小松組 大槌町大槌第 7地割 112番地 1 0193-42-7268 

○ ○ 中村設備 大槌町大槌第 12地割 13番地 5 0193-42-3329 

○  赤武石油ガス 株式会社 大槌町大槌第 12地割 125番地 0193-42-3167 

 ○ 株式会社 山口建設 大槌町大槌第 13地割 5番地 1 0193-42-6005 

○ ○ 有限会社 エイワ工業 大槌町大槌第 15地割 51番地 19 0193-42-2611 

○ ○ 山陰設備 株式会社 大槌町大槌第 16地割 20番地 54 0193-27-8145 

○ ○ 松村建設 株式会社 大槌町大槌第 22地割字下野 216番地 0193-42-3640 

○ ○ 株式会社 鈴藤商店 大槌町末広町 11番 8号 0193-42-3362 

 ○ 阿部勝建設 大槌町大槌第 23地割 36番地 6 0193-42-7381 

○ ○ 阿部設備 大槌町金澤第 42地割 4番地 0193-27-7210 

○ ○ 川勝商店 大槌町吉里吉里 2丁目 5-10 0193-44-2858 

 ○ 司士建 大槌町吉里吉里 3丁目 5番 13号 0193-44-2110 

○  吉里吉里水道工事 大槌町吉里吉里 4丁目 3番 38号 0193-44-3851 

 ○ 野崎建設 大槌町吉里吉里第 9地割 4番地 0193-44-2036 

○ ○ 株式会社 藤原組 大槌町小鎚第 11地割 76番地 0193-45-2026 

○ ○ 有限会社 八幡組 大槌町小鎚第 3地割 14番地 0193-42-8600 

○ ○ 有限会社 トミーシステム 大槌町小鎚第 20地割 49番地 0193-42-7603 

 ○ 株式会社 藤清工務店 大槌町小鎚第 23地割 91番地 1 0193-42-3974 

○ ○ 有限会社 荒屋タイル店 大槌町小鎚第 26地割 172番地 0193-42－6866 

 
【 町 外 業 者 】 

給水 排水 工 事 店 名 所 在 地  

○ ○ 有限会社 高橋設備 奥州市胆沢区小山字小林17 0197-47-2370 

○ ○ 株式会社 ワールド設備機器 奥州市胆沢区小山字峠27番地1 0197-47-1572 

○ ○ 株式会社 サンライフ 奥州市水沢区字田小路16番地4 0197-51-2288 

○ ○ 株式会社 東環 大船渡市大船渡町字赤沢19番地１ 0192-27-7347 

○  株式会社 板宮建設 金ヶ崎町西根矢来19番地 0197-42-2225 

○ ○ 有限会社 山繁水道 釜石市鵜住居町4丁目207番地 0193-28-2622 

○ ○ 株式会社 東北水道工事 釜石市大字平田第２地割20番1 0193-26-7311 
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○  濱口設備 釜石市平田第2地割25番地120 0193-26-5625 

○ ○ 三浦設備 株式会社 釜石市平田第2地割64番地8 0193-26-5641 

○ ○ 株式会社 エイゼン建工 釜石市大字平田第6地割3番地2 0193-26-5941 

○ ○ 有限会社 日管水道 釜石市小川町4丁目2番地32号 0193-23-0316 

○ ○ 有限会社 石川住宅設備 釜石市小川町4丁目3番28号 0193-23-3643 

○ ○ 有限会社 佐藤設備 釜石市定内町1丁目14番4号 0193-23-8107 

 ○ 有限会社 花崎産業 釜石市定内町3丁目2番31号 0193-23-2100 

○ ○ 株式会社 山元 釜石市只越町2丁目6番20号 0193-22-1805 

○ ○ 有限会社 荒井電気商会 釜石市只越町3丁目4番13号 0193-22-5247 

○ ○ 株式会社都南建設釜石支店 釜石市千鳥町2丁目1番5号 0193-25-2135 

○  (有)電化プラザカネヨシ 釜石市中妻町1丁目15番15号 0193-25-2461 

○ ○ 松村工業 株式会社 釜石市中妻町2丁目4番7号 0193-23-1888 

○ ○ アタック 釜石市唐丹町字花露辺136 0193-23-9177 

○ ○ 釜石ガス工事 株式会社 釜石市鈴子町147-5 0193-22-5907 

○  株式会社 まるも 北上市鍛冶町2丁目-14-12 0197-65-2231 

○ ○ 内田工事 株式会社 北上市孫屋敷13番11号 0197-64-7213 

○ ○ 北桜設備 株式会社 北上市村崎野24地割20番地17 0197-62-5222 

○ ○ 株式会社 近藤設備 北上市流通センター6-13 0197-62-5090 

○ ○ 有限会社 丸水工業 雫石町名子242番地2 019-692-5456 

 ○ ヤナセ設備サービス 雫石町御明神志戸前86-6 019-681-8140 

○ ○ アクア設備株式会社岩手支店 紫波町二日町字北七久保186-14 019-676-6550 

○ ○ (株)アベ設備工業岩手支店 滝沢市巣子169番地18 019-601-2861 

○ ○ 栄伸産業 滝沢市根堀坂120-7 019-681-6181 

○ ○ ほほえみ水道 田野畑村和野332番地4 0194-34-2012 

○ ○ 有限会社 菊池設備 遠野市青笹町中沢2地割27番地1 0198-62-8356 

○ ○ 株式会社 鈴陶 遠野市中央通り6番18号 0198-62-2463 

○ ○ 株式会社 立石工務店 遠野市早瀬町2丁目7番31号 0198-63-1731 

○ ○ 遠野水道工業 株式会社 遠野市松崎町白岩10地割41番地6 0198-62-3739 

○ ○ 株式会社 平山工業所 遠野市松崎町白岩字地森64番地2 0198-62-2541 

○ ○ 有限会社 小田嶋設備工業 花巻市石鳥谷町上口2丁目1-6 0198-45-5583 

○ ○ 花南水道土木 株式会社 花巻市下根子352番地 0198-22-3988 

○ ○ 有限会社マツモト機材工業 宮古市太田2丁目4番44号 0193-62-9666 

○ ○ 株式会社 Ｋ設備 宮古市金浜第2地割2番地8 0193-63-1308 

○ ○ 角登設備 有限会社 宮古市先鍬ケ崎第4地割23番地 0193-64-0011 

○ ○ 有限会社 ｼﾞｵﾆｯｸ・ﾌﾛﾝﾄ 宮古市田鎖第5地割34番地7 0193-89-1600 

○ ○ 有限会社 盛合水道工業所 宮古市津軽石第7地割95番地2 0193-67-3539 

○ ○ 有限会社 山舘設備工事 宮古市津軽石第14地割38番地4 0193-67-2888 

○ ○ 株式会社 神道設備 宮古市長町1丁目6番16号 0193-77-4067 

○ ○ 浜田設備 宮古市藤原1丁目6番41号 0193-62-0136 

○ ○ 株式会社 高設 盛岡市上厨川字横長根10番地 019-645-4286 

○ ○ 株式会社 よつばテクノ 盛岡市上堂3丁目6番28号 019-646-5110 

○ ○ 有限会社 浜名設備 盛岡市上堂3丁目10番31号 019-641-0251 

○  藤原工業 盛岡市黒川8地割36-9 090-1062-5575 

○ ○ ソークテクノ 株式会社 盛岡市下飯岡14地割99番地11 019-614-2511 

○ ○ 積和建設東北（株）北東北支店 盛岡市津志田中央2丁目7番18号 019-638-1222 

○ ○ アクア工業 株式会社 盛岡市西青山2丁目18番1 019-647-2775 

○ ○ 株式会社 小澤設備 盛岡市東松園1丁目1-8 019-601-9720 

○  見前設備 盛岡市東見前7-94-23 019-639-1225 
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○ ○ 有限会社 瀬田燃料店 盛岡市みたけ3丁目4番14号 019-641-2364 

○ ○ 有限会社 北山水道工業所 盛岡市三ツ割3丁目2番20号 019-661-1511 

○ ○ 有限会社 エコシステム 盛岡市緑ヶ丘4丁目1番63号 019-663-8663 

○ ○ 有限会社 昆組 矢巾町高田第4地割17番地4 019-697-6058 

○ ○ 株式会社 矢幅エンジニア 紫波郡矢巾町大字広宮沢第11地割501番地2 019-697-8155 

○ ○ 有限会社 佐藤建業 山田町大沢第3地割9番地9 0193-82-9832 

○ ○ 鈴木設備 山田町大沢第9地割26番地1 0193-82-3462 

○ ○ 有限会社 最上商店 山田町豊間根第3地割33番地 0193-86-2622 

○ ○ 有限会社 斎藤設備 山田町豊間根第3地割285番地 0193-86-3373 

○  泉金物産(株)山田営業所 山田町川向町7-30 0193-82-3557 

○ ○ 篠澤管工業 有限会社 山田町船越第10地割36番地4 0193-84-3644 

○  有限会社 旭技研 山田町織笠第14地割60番地28 0193-82-6131 

○ ○ 株式会社 越田工業 山田町織笠第22地割55番地 0193-82-0494 

○ ○ サトー設備 山田町山田第19地割129番地 0193-82-0126 

 
【 岩 手 県 外 】 

給水 排水 工 事 店 名 所 在 地  

○  株式会社 溝淵建設 札幌市北区百合が原5丁目6-17 011-774-2754 

○  株式会社 共栄設備 青森県青森市浪岡福田2丁目8番地17 0172-62-0216 

○  (有)ゴトウ設備 仙台支店 仙台市青葉区折立1-13-6エスポワール折立111号 050-5806-3736 

○  株式会社 クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2番地 045-473-8181 

 
 
3-17-2 給水用具保有一覧 
 １ 給水車、運搬車及び給水タンク             （令和４年９月３０日現在） 

自走式タンクローリー形給水車 
車両番号 容 量 全 長 車両総重量 燃 料 備 考 

岩手800す6046 3.0㎥ 523cm 6745kg 軽油  
可搬式給水タンク（ＳＵＳ、アルミ、ＦＲＰなどのハードタンク等） 

容 量 保有数 材 質 備考 
1.00㎥ 1 基 ステンレス  
0.50㎥ 2 基 ＦＲＰ  
0.50㎥ 4 基 ＰＶＣ  

 
 ２ 拠点給水用仮設水槽（ソフトタンク・バッグ・バルーン等） 

可搬式仮設水槽 
容 量 種 別 保有数 素 材 架 台 蛇口 備 考 
1.00㎥ ソフトタンク 4基 ＰＶＣ 有 ４栓 組立式 

 
 ３ 応急給水袋・ポリタンク 

応急給水袋・ポリタンク 
容 量 応援可能数量 備 考 
6 Ｌ 4,640枚 うちメーカー期限切れ560枚（使用は可能） 

ポリタンク：数量は10単位、100単位で切り捨てを行う。 
容 量 応援可能数量 備 考 
20 L 5 個  

 【災害時の給水活動について】 
   ○ 災害時の給水活動計画は、災害の条件（上下水道施設、住宅等給水施設の被害状況）によ

って複数のパターンが考えられ、一様にまとめることが難しく整理ができていない。ただ
し、災害時の対応として、緊急遮断弁（サイフォン式：流量感知）を有する安渡配水池及び
赤浜配水池にて応急給水が可能（ステンレスよ蛇口にて直接給水が可能）となっている。 
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   〇 上記２施設以外は、耐震性能や緊急遮断弁、配水池からの直接給水が可能な蛇口等がない
ため、災害発生直後の応急給水拠点（災害時給水拠点）としての機能はない。 

○ 大ヶ口浄水場の水源及び浄水・送水機能が確保された場合は、大ヶ口浄水場での直接給水 
のほか、大ヶ口浄水場から安渡配水池への送水（当該区間お送水管はすべて耐震性能を有す
る）が可能となるため、安渡配水池を中長期的な災害時給水拠点として利用可能。また、安渡
系の配水管のバイパス切替により、沢山幹線道路内の配水管（耐震管）を経由し、大槌学園及
び大槌高校への送水が可能。 
※ 安渡配水池：737㎥のうち、緊急遮断弁作動により約480～580㎥を配水池内に確保可 
※ 赤浜排水池：225㎥のうち、緊急遮断弁作動による約150㎥を配水池内に確保可 
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3-20 廃棄物処理・障害物除去計画 
 
3-20-1 ごみ処理業者一覧 
 

所在地 名    称 電 話 所有能力 所有台数 備       考 

大槌町安渡3-10-1 大安環境衛生㈲ 42-2263 4t 1台 委託分 

大槌町新港町11-1 マルコ清掃社 42-6661 4t 

 

1台 委託分 

 
 
 
3-20-2 し尿処理業者一覧 
 
 

所在地 名    称 電 話 所有能力 所有台数 備       考 
 

大槌町小鎚14-60 大槌衛生社 42-2556 6t 2台 2t 1台､4t 1台 

大槌町安渡3-5-2 大安㈱環境衛生部 42-4141 15t 3台 7t 1台､4t 2台 
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４ 災害復旧・復興計画 
 
4-2 災害復旧・復興計画 
 
4-2-1 災害復興住宅等に関する融資一覧表 

（令和元年12月1日現在） 

種目 (1) 災害復興 (2) 地すべり関連 (3) 宅地防災 

概 要 自然災害により被害が生じた住

宅の建設、購入又は補修に要す

る資金の貸付 

（独立行政法人住宅金融支援機

構法第13条第5項） 

地すべりや急傾斜地の崩壊によ

り被害を受けるおそれのある家

屋の移転等に要する資金の貸付 

（同左法第13条第6項） 

宅地を土砂の流出などによる災

害から守るための工事に要する

資金の貸付 

（同左法第13条第6項） 

融資の

対象 

１ 住宅の建設 

２ 住宅の購入 

３ 住宅の補修 

地すべり等防止法第24条第3項

により承認を得た関連事業計画

又は土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関

する法律第25条第1項による勧

告等に基づく 

１ 住宅の移転又は建設 

２ 住宅の購入 

宅地造成等規制法、急傾斜地の

崩壊による災害の防止に関する

法律又は建築基準法による勧告

又は改善命令に基づく 

１ のり面の保護 

２ 排水施設の設置 

３ 整地 

４ 擁壁の設置（旧擁壁の除去

を含む） 

融資要

件 

１ 自然災害により被害が生じ

た住宅の所有者又は居住者

で、地方公共団体からり災証

明書を交付されていること 

 ・建設・購入の場合は、「全

壊」、「大規模半壊」又は

「半壊」した旨のり災証明

書を交付されていること。 

 ・補修の場合は、住宅に被害

が生じた旨のり災証明書を

交付されていること。 

２ 自分が居住するために建

設、購入又は補修する方であ

ること。 

３ 年収に占める全ての借入れ

の年間合計返済額の割合が基

準を満たすこと。 

４ 個人（日本国籍の方、永住

許可などを受けている外国人

の方）又は法人であること。 

１ 関連事業計画又は勧告に基

づいて住宅を移転又は除去す

る際の当該家屋の所有者、賃

借人又は居住者で、地方公共

団体から証明書類の発行を受

けた方であること。 

２ 関連事業計画の公表の日又

は勧告の日から2年以内に申

込むこと。 

３ 年収に占める全ての借入れ

の年間合計返済額の割合が基

準を満たすこと。 

４ 自分が居住するため又は他

人に貸すために移転又は建設

等する方であること。 

５ 個人の方（日本国籍の方か

永住許可などを受けている外国

人の方）又は法人であること。 

１ 宅地について勧告又は改善

命令を受けた方であること。 

２ 勧告を受けた日から2年以

内又は改善命令を受けた日か

ら1年以内に申込むこと。 

３ 住宅金融支援機構の資金以

外に必要となる資金を用意で

きること。 

４ 年収に占める全ての借入れ

の年間合計返済額の割合が基

準を満たすこと。 

５ 申込日現在、原則として79

歳未満であること。 

６ 個人の方（日本国籍の方か

永住許可などを受けている外

国人の方）であること。 

 

一戸当

たりの

床面積

及び構

造階数

等の要

件 

１ 各戸に居住室、台所、トイ

レが備えられていること。 

２ 木造の場合の建て方は一戸

建て又は連続建てであること

（建設・購入の場合のみ） 

３ 敷地の利権が転貸借でない

こと。 

４ 住宅部分の床面積は、制限

がなし。ただし店舗併用住宅

などの場合は、住宅部分の床

面積が全体の約2分の1以上が

必要 

１ 各戸に居住室、台所、トイ

レが備えられていること。 

２ 住宅部分の床面積が建設の

場合は原則として13㎡以上、

購入の場合は50㎡以上（共同

建ての場合は40㎡以上）であ

ること。 

３ 木造の場合は一戸建て又は

連続建てであること（建設・

新築購入の場合のみ） 

４ 敷地の権利が転貸借でない

こと。 

５ 建築基準法その他関係法令

に適合していること。 
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貸付金

の限度 

 所要額又は融資限度額のいずれ

か低い額 

1,170万円又は工事費の9割のい

づれか低い額 

利率 個人向け 0.36 ％ 

（令和元年12月1日現在） 

個人向け 0.36 ％ 

事業者向け 0.16 ％ 

（令和元年12月1日現在） 

個人向け 0.36 ％ 

事業者向け 0.16 ％ 

（令和元年12月1日現在） 

期間 25年又は35年以内 25年又は35年以内 15年以内 

 
 
 
4-2-2 災害復興住宅資金 

（令和元年12月1日現在） 

貸付対象 根拠法令 融資限度額 貸付条件 

火災、地震、暴風雨等の災

害によって住宅が滅失又は

損壊した者に対し、住宅の

建設補修及び宅地の整備等

を行うのに必要な資金を

「住宅金融支援機構」から

融資を受ける。 

１ 建設資金 

(1) 住宅が全壊、大規模半

壊又は半壊した旨のり災

証明書の発行を受けた場

合 

(2) 整地資金 

  建物と同時に宅地につ

いても被害をうけて整地

を行う場合 

(3) 土地取得資金 

  宅地が流出したなどで

新たに宅地を取得する場

合 

独立行政法人

住宅金融支援

機構法（平成

17年7月6日法

律第82号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 建設資金 

  1,680 万円 

 

 

 

２ 整地資金 

  450 万円 

 

 

３ 土地取得資金 

  970 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 据置期間 

  3年以内（この期間返済期間を

延長する。） 

２ 返済期間 

  耐火構造、準耐火構造、木造

（耐久性）   35年以内 

  木造（一般） 25年以内 

３ 利子 

  固定金利 

４ 返済方法 

  元金均等返済又は元利均等返済 

２ 購入資金 

(1) 購入資金 

  住宅が全壊、大規模半

壊又は半壊した旨のり災

証明書の発行を受けた場

合 

(2) 土地取得金 

  敷地の所有権又は賃借

権を取得する場合 

 １ 新築購入資金 

  2,650 万円 

２ 中古住宅購入資金 

(1) リ・ユースプラス住

宅、リ・ユースプラス

マンション 

  2,650 万円 

(2) リ・ユース住宅、リ・

ユースマンション 

  2,320 万円 

※ 購入資金のうち、土

地取得資金は 970 万円

が限度 

１ 据置期間 

  3年以内（この期間返済期間を

延長する。） 

２ 返済期間 

(1) 新築購入 

  耐火構造、準耐火構造、木造

（耐久性）     35年以内 

  木造（一般）   25年以内 

(2) 中古住宅購入 

  リー・ユースプラス住宅、リ・ユ

ースプラスマンション 35年以内 

  リ・ユース住宅、リ・ユースマン

ション        25年以内 

３ 利子 

  固定金利 

４ 返済方法 

  現金均等返済又は元利均等返済 
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３ 補修等資金 

(1) 補修資金 

  住宅に被害が生じた旨

のり災証明書の交付を受

けた場合 

(2) 引方移転資金 

  補修する家屋を引方移

転する場合 

(3) 整地資金 

  宅地に被害を受けて整

地する場合 

 １ 補修資金 

  740 万円 

２ 引方移転資金 

  450 万円 

３ 整地資金 

  450 万円 

※ ２と３を合わせて利

用する場合は、合計で   

450 万円が限度 

１ 据置期間 

  1年以内（返済期間は延長しな

い。） 

２ 返済期間 

  20年以内 

３ 利子 

  固定金利 

４ 返済方法 

  元金均等返済又は元利均等返済 

 
 
4-2-3 生活福祉資金 

貸付対象 根拠法令 資金種類 貸付限度額の目安 貸付条件 

低所得世帯、障がい

者世帯及び高齢者世

帯のうち、他から融

資を受けることので

きない世帯 

生活福祉資金

貸付制度要綱

（平成21年7

月28日厚生労

働省発社援

0728第9号） 

融資資金福祉費

（災害援護資金） 

1世帯 150 万円以内 １ 据置期間 

  6か月以内 

２ 償還期間 

  据置期間経過後7年以内 

３ 連帯保証人 

  原則必要（ただし連帯

保証人を立てられない場

合でも利用可能） 

４ 利子 

  連帯保証人有：無利子 

  連帯保証人無：年1.5％ 

５ 償還方法 

  年賦償還、半年賦償還

又は月賦償還（ただし繰

上償還可能） 

６ 申込方法 

  借入申込書に官公署が

発行するり災証明書、被

災証明書等を添付し民生

委員を通じ、市町村社会

福祉協議会を経由して都

道府県社会福祉協議会へ

申し込む。 

 

福祉資金福祉費

（住宅改修費） 

1世帯 250 万円以内 
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4-2-4 災害援護資金 
（平成27年4月1日現在） 

貸付対象 根拠法令 貸付金額 貸付条件 

台風、地震等の自然災害

により、家屋等に被害を

受けた世帯で世帯の前年

の年間所得が 

1人世帯 220 万円以内 

2人世帯 430 万円以内 

3人世帯 620 万円以内 

4人世帯 730 万円以内 

5人以上の世帯について

は、1人増すごとに730万

円に30万円を加えた額以

内 

ただし、その世帯の住居

が滅失した場合にあって

は、1,270 万円以内 

平成14年8月1日現在 

災害弔慰金の支給

等に関する法律

（昭和48年9月18日

法律第82号） 

対象被害及び貸付限度額 

１ 世帯主の1ヵ月以上の負傷  

150 万円 

２ 住居の全壊 

  250 万円 

３ 住居の半壊 

  170 万円 

４ 家財の3分の1以上の損害 

  150 万円 

５ 重複被害 

 (1) ＝１＋２ 350 万円 

 (2) ＝１＋３ 270 万円 

 (3) ＝１＋４ 250 万円 

６ 住居全体の滅失若しくは

流失     350 万円 

１ 据置期間 

  3年（特別の事情がある

場合5年） 

２ 償還期間 

  据置期間経過後7年（特

別の事情がある場合5年） 

３ 貸付 

  利率  年 3 ％ 

（据置期間中は無利子） 

４ 償還方法 

  年賦又は半年賦 

５ 延滞利率 

  年 10.75 ％ 
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５ 災害協定 
 

5-1 災害協定等の締結状況 
 
5-1-1 災害医療救護活動に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

釜石医師会 

所在地 釜石市中妻町3-6-10 

電話番号 0193-23-7875 

ＦＡＸ番号 0193-23-5485 

締結年月日 平成10年11月１日 

協定締結事項等 災害時の医療救護活動 

釜石歯科医師会 

所在地 釜石市大町3-1-35 

電話番号 0193-22-6480 

締結年月日 平成30年１月11日 

協定締結事項等 災害時の歯科医療救護活動 

 

5-1-2 岩手県防災ヘリコプター応援協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県 

所在地 
花巻市葛3-183-1 

岩手県航空防災センター 

電話番号 0198-26-5251 

ＦＡＸ番号 0198-26-5256 

締結年月日 平成８年10月１日 

協定締結事項等 防災ヘリの応援要請等 

 

5-1-3 災害時におけるプロパンガス設備の応急対策用機材の調達 

並びに応急対策要員確保の要請に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県高圧ガス保安協会 

釜石支部 

所在地 釜石市鈴子町147-5釜石ガス㈱内 

電話番号 0193-22-3535 

ＦＡＸ番号 0193-22-3542 

締結年月日 平成19年２月１日 

協定締結事項等 プロパンガス及び設備等 

 

5-1-4 災害時における応急対策燃料の調達等に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県石油商業協同組合 

釜石支部 

所在地 大槌町吉里吉里1-2-50 

電話番号 0193-44-2432 

ＦＡＸ番号 0193-44-2118 

締結年月日 平成21年６月24日 

協定締結事項等 応急対策用燃料等 

冨士見総業（株） 

所在地 青森県弘前市紺屋町185 

電話番号 0172-33-8533 

ＦＡＸ番号 0172-35-6735 

締結年月日 平成23年８月１日 

協定締結事項等 災害時石油系燃料確保及び供給協力 
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5-1-5 災害時における応急生活物資の調達に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

株式会社マイヤ 

所在地 大船渡市盛町字木町14番地５号 

電話番号 0192-27-2165 

衛星携帯電話 090-7338-2214 

ＦＡＸ番号 0192-27-9849 

締結年月日 平成21年10月１日 

協定締結事項等 応急生活物資の調達等 

ＤＣＭホーマック株式会社 

所在地 札幌市厚別区厚別中央三条2-1-1 

電話番号 011-892-6611 

災害用専用電話 0120-228-047 

ＦＡＸ番号 011-892-2164 

締結年月日 平成21年10月１日 

協定締結事項等 応急生活物資の調達等 

株式会社みずかみ 

所在地 岩手県遠野市松崎町白岩地森 

窓 口 
①株式会社みずかみ 

②みずかみ大槌店 

電話番号 
①0198-62-0190 

②0193-42-4057 

締結年月日 令和３年７月15日 

締結事項等 応急生活物資の調達等 

花巻農業協同組合 

所在地 岩手県花巻市野田316-1 

窓 口 
①営農部産直課 

②だぁすこ沿岸店 

電話番号 
①0198-24-2914 

②0193-42-8151 

締結年月日 令和３年８月18日 

締結事項等 応急生活物資の調達等 

株式会社薬王堂 

所在地 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢 

窓 口 
①経営戦略本部経営企画部 

②薬王堂大槌店 

電話番号 
①019-697-2615 

②0193-42-8399 

締結年月日 令和３年８月20日 

締結事項等 応急生活物資の調達等 

岩手生活協同組合 

所在地 岩手県滝沢市土沢 

窓 口 
①内部統制推進室 

②災害時要請窓口 

電話番号 
①019-603-8299 

②019-687-1321 

締結年月日 令和３年８月31日 

締結事項等 応急生活物資の調達等 
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5-1-6 災害時における電力復旧協力に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

東北電力（株） 

釜石電力センター 

所在地 釜石市甲子町10-210-3 

電話番号 0193-27-2501 

ＦＡＸ番号 0193-27-2591 

締結年月日 平成29年12月19日 

協定締結事項等 電力復旧 

 

 

5-1-7 災害時における資機材等物資の供給協力に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

ＤＣＭホーマック株式会社 

所在地 札幌市厚別区厚別中央三条2-1-1 

電話番号 011-892-6611 

災害用専用電話 0120-228-047 

ＦＡＸ番号 011-892-2164 

締結年月日 平成21年10月１日 

協定締結事項等 
災害時における資器材等物資の供給協力

に関する協定 

 

5-1-8 災害時の情報交換に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

国土交通省 

東北地方整備局 

所在地 宮古市藤の川4-1 

電話番号 0193-62-1711 

ＦＡＸ番号 0193-63-0887 

締結年月日 平成21年11月９日 

協定締結事項等 災害対策現地情報連絡員派遣 

 

5-1-9 災害時の相互応援に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県内市町村 
締結年月日 平成８年10月７日 

協定締結事項等 物資・資機材の提供、職員の派遣等 

豊中市 

所在地 大阪府豊中市中桜塚3-1-1 

電話番号 06-6858-2683 

ＦＡＸ番号 06-6858-2667 

Ｅメール kikikanri@city.toyonaka.osaka.jp 

自治体衛星通信 7-027-503-8900(大槌内線発番号) 

締結年月日 平成25年６月14日 

協定締結事項等 物資・資機材の提供、職員の派遣等 

富士宮市 

所在地 静岡県富士宮市弓沢町150番地 

電話番号 0544-22-1319 

ＦＡＸ番号 0544-22-1239 
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Ｅメール bosai@city.fujinomiya.lg.jp 

自治体衛星通信 7-022-249-9000、9001(大槌内線発番号) 

締結年月日 平成29年８月８日 

協定締結事項等 物資・資機材の提供、職員の派遣等 

大阪府泉南市 

所在地 大阪府泉南市樽井一丁目１番１号 

電話番号 072-479-3601 

ＦＡＸ番号 072-483-0325 

Ｅメール kikikanri@city.sennan.lg.jp 

自治体衛星通信 080-8934-0519 

締結年月日 令和４年11月21日 

協定締結事項 大規模災害時における相互応援協定 

 

 

 

5-1-9-ア 大槌町と千代田区との相互発展に向けた連携に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

東京都千代田区 

所在地 東京都千代田区九段南 

窓 口 危機管理課 

電話番号 03-5211-4187 

締結年月日 令和２年２月28日 

協定締結事項等 相互発展に向けた連携 

 

5-1-9-イ 富田林市・大槌町との連携協定に関する基本協定 

協定締結先 項 目 内  容 

大阪府富田林市 

所在地 大阪府富田林市常盤町 

窓 口 危機管理室 

電話番号 0721-25-1000 

締結年月日 令和２年11月29日 

協定締結事項等 連携協定 

 

5-1-9-ウ 明治学院大学と大槌町との協働連携に関する基本協定 

協定締結先 項 目 内  容 

明治学院大学 

所在地 東京都港区白金台 

窓 口 総合企画室 

電話番号 03-5421-5247 

締結年月日 平成24年３月28日 

協定締結事項等 協働連携 
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5-1-10 大規模災害発生時における支援協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県生活衛生同業組合 

中央会 

所在地 盛岡市志家町3-13 岩手県美容会館内 

電話番号 019-624-6642 

ＦＡＸ番号 019-654-2741 

締結年月日 平成25年１月22日 

協定締結事項等 避難場所及び情報の提供等 

釜石地区生活衛生同業組合 

連絡協議会 

所在地 釜石市中妻町2-18  

電話番号 0193-23-1203 

締結年月日 平成25年１月22日 

協定締結事項等 避難場所及び情報の提供等 

 

5-1-11 災害時における応急車両整備等の支援協力に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県自動車整備振興会 

釜石支部 

所在地 
釜石市鈴子町55-5 トヨタ部品東北共販

株式会社釜石営業所内 

電話番号 0193-24-2065 

ＦＡＸ番号 0193-22-0396 

締結年月日 平成29年７月21日 

協定締結事項等 
災害業務従事車両の応急整備及び資機材

の貸出 

 

5-1-12 復興と防災への取り組みに関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

Google Ireland Limited 

締結年月日 平成25年２月15日 

効力発生日 平成25年３月７日 

協定締結事項等 災害情報に関する技術的な協力等 

 

5-1-13 災害時における物資供給に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

ＮＰＯ法人 

コメリ災害対策センター 

所在地 新潟市南区清水4501-1 

電話番号 025-371-4185 

ＦＡＸ番号 025-371-4151 

Ｅメール npo@komeri.bit.or.jp 

締結年月日 平成23年12月23日 

協定締結事項等 災害時における物資の供給 

 

5-1-14 災害時における物資輸送等に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

ヤマト運輸株式会社 

岩手主管支店 

所在地 北上市流通センター17-3 

電話番号 0120-01-9625 

ＦＡＸ番号 0197-68-2863 

締結年月日 平成30年５月14日 

協定締結事項等 
災害時における物資の緊急輸送及び物資拠

点の運営等 
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5-1-15 災害時における飲料の確保に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

みちのくコカ・コーラ 

ボトリング株式会社 

所在地 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-279 

電話番号 0193-26-7575（釜石営業所） 

ＦＡＸ番号 0193-26-7574（釜石営業所） 

締結年月日 平成29年７月19日 

協定締結事項等 災害時における飲料の確保 

 

5-1-16 災害支援に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

特定非営利活動法人 

市民航空災害支援センター 

所在地 
埼玉県さいたま市北区日進町2-544-1 

埼玉NPOハウス内 

電話番号 048-729-6151 

ＦＡＸ番号 048-729-6152 

締結年月日 平成28年２月４日 

協定締結事項等 
航空機による人員、物資の搬送及び 

調査、視察 

 

5-1-17 災害時等の救助犬の出動に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

佐々木 光義 

所在地 大槌町桜木町第15地割地内 

締結年月日 平成28年４月14日 

協定締結事項等 救助を要する者の存在を救助犬により確認 

5-1-18 災害時における農地・農業用施設の復旧支援に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県土地改良事業 

団体連合会 

所在地 盛岡市本宮二丁目10番１号 

電話番号 019-631-3200 

ＦＡＸ番号 019-631-3260 

締結年月日 平成29年７月18日 

協定締結事項等 農地等災害復旧に関する支援 

 

5-1-19 自然災害時における災害対応に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

有限会社田中興業 

所在地 大槌町大槌6-150-14 

電話番号 0193-42-5792 

ＦＡＸ番号 0193-42-6366 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

株式会社山千 

所在地 大槌町大槌12-65 

電話番号 0193-42-3111 

ＦＡＸ番号 0193-42-5336 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

松村建設株式会社 

所在地 大槌町大槌22-216 

電話番号 0193-42-3640 

ＦＡＸ番号 0193-42-4976 
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締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

有限会社岩間建設工業 

所在地 大槌町安渡1-6-3 

電話番号 0193-42-5151 

ＦＡＸ番号 0193-42-5152 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

有限会社まるたに商事 

所在地 大槌町上町2-12 

電話番号 0193-42-3626 

ＦＡＸ番号 0193-42-3673 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

株式会社山口建設 

所在地 大槌町大槌15-1-13 

電話番号 0193-42-6005 

ＦＡＸ番号 0193-42-6005 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

有限会社小松組 

所在地 大槌町大槌7-112-1 

電話番号 0193-42-7268 

ＦＡＸ番号 0193-42-7357 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

有限会社八幡組 

所在地 大槌町小鎚3-14 

電話番号 0193-45-2105 

ＦＡＸ番号 0193-42-8601 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

株式会社藤原組 

所在地 大槌町小鎚11-76 

電話番号 0193-45-2026 

ＦＡＸ番号 0193-45-2987 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 自然災害に係る公共施設応急対策の実施 

 

5-1-20 自然災害時等における緊急対応業務に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

三浦設備株式会社 

所在地 釜石市大字平田2-64-8 

電話番号 0193-26-5641 

ＦＡＸ番号 0193-26-6124 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 
自然災害に係る下水道関連施設応急対策

業務の実施 

松村建設株式会社 

所在地 大槌町大槌22-216 

電話番号 0193-42-3640 

ＦＡＸ番号 0193-42-4976 
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締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 
自然災害に係る下水道関連施設応急対策

業務の実施 

有限会社岩間建設工業 

所在地 大槌町安渡1-6-3 

電話番号 0193-42-5151 

ＦＡＸ番号 0193-42-5152 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 
自然災害に係る下水道関連施設応急対策

業務の実施 

有限会社小松組 

所在地 大槌町大槌7-112-1 

電話番号 0193-42-7268 

ＦＡＸ番号 0193-42-7357 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 
自然災害に係る下水道関連施設応急対策

業務の実施 

有限会社八幡組 

所在地 大槌町小鎚3-14 

電話番号 0193-45-2105 

ＦＡＸ番号 0193-42-8601 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 
自然災害に係る下水道関連施設応急対策

業務の実施 

株式会社藤原組 

所在地 大槌町小鎚11-76 

電話番号 0193-45-2026 

ＦＡＸ番号 0193-45-2987 

締結年月日 平成29年４月１日 

協定締結事項等 
自然災害に係る下水道関連施設応急対策

業務の実施 

 

 

5-1-21 災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

介護老人保健施設 

ケアプラザおおつち 

（医療法人あかね会） 

所在地 大槌町小鎚14-82-1 

電話番号 0193-41-1200 

ＦＡＸ番号 0193-41-1202 

締結年月日 平成22年８月30日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

グループホーム 

城山の杜 

（株式会社信樹会） 

所在地 大槌町大槌15-5-1 

電話番号 0193-55-4012 

ＦＡＸ番号 0193-55-4032 

締結年月日 平成22年８月30日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

大槌町ディサービスセンター 

はまぎく 

（社会福祉法人 

大槌町社会福祉協議会） 

所在地 大槌町小鎚23-86-4 

電話番号 0193-42-2059 

ＦＡＸ番号 0193-42-2051 

締結年月日 平成22年８月30日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 
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小規模多機能型 

居宅介護事業所 

ほっとおおつち 

（社会福祉法人 

大槌町社会福祉協議会） 

所在地 大槌町大槌12-71-2 

電話番号 0193-55-6011 

ＦＡＸ番号 0193-55-6012 

締結年月日 平成22年８月30日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

障がい者支援施設 

四季の郷 

（社会福祉法人大洋会） 

所在地 大槌町小鎚16-18-1 

電話番号 0193-41-1521 

ＦＡＸ番号 0193-41-1522 

締結年月日 平成22年８月30日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

特別養護老人ホーム 

三陸園 

（社会福祉法人堤福祉会） 

所在地 大槌町吉里吉里32-18-25 

電話番号 0193-44-2121 

ＦＡＸ番号 0193-44-3768 

締結年月日 平成22年８月30日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

特別養護老人ホーム 

らふたぁヒルズ 

（社会福祉法人堤福祉会） 

所在地 大槌町吉里吉里29-21-57 

電話番号 0193-43-1133 

ＦＡＸ番号 0193-43-1135 

締結年月日 平成22年８月30日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

幼保連携型認定こども園 

つつみこども園 

（社会福祉法人堤福祉会） 

所在地 大槌町吉里吉里2-2-3 

電話番号 0193-44-2838 

ＦＡＸ番号 0193-44-3223 

締結年月日 平成28年５月18日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

吉里吉里保育園 

（社会福祉法人 

吉里吉里保育園） 

所在地 大槌町吉里吉里21-60-8 

電話番号 0193-44-2535 

ＦＡＸ番号 0193-44-2535 

締結年月日 平成28年５月18日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

まごころ就労支援センター 

おおつち 

（特定非営利活動法人 

遠野まごころネット） 

所在地 大槌町大槌7-9 

電話番号 0193-42-7666 

ＦＡＸ番号 0193-42-7666 

締結年月日 平成28年５月18日 

協定締結事項等 福祉避難所としての施設利用 

 

5-1-22 大槌町防災行政無線同報系設備の設置及び運用に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

新おおつち漁業組合 

所在地 大槌町安渡 

窓 口 台野 晃一 

電話番号 0193-27-5551 

締結年月日 平成24年10月31日 

協定締結事項等 防災行政無線の設置及び運用 

 

5-1-23 大槌町防災行政無線同報系設備の運用に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

釜石大槌地区行政事務組合 
所在地 釜石市鈴子町 

窓 口 消防本部 
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電話番号 0139-22-0119 

締結年月日 平成30年３月31日 

協定締結事項等 防災行政無線同報系設備の運用 

 

5-1-24 岩手県水門・陸閘自動閉鎖システムに関する管理協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩 手 県 

所在地 釜石市新町 

窓 口 沿岸広域振興局土木部河川港湾課 

電話番号 0193-27-5572 

締結年月日 平成31年３月29日 

協定締結事項等 水門・陸閘自動閉鎖システム管理 

 

5-1-25 災害時における福祉用具の貸出及び設置等に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

南部屋産業株式会社 

所在地 大槌町小鎚 

窓 口 代表取締役 小笠原 正年 

電話番号 0193-42-8187 

締結年月日 平成30年１月26日 

協定締結事項等 福祉用具の貸出及び設置 

 

 

5-1-26 災害に係る情報発信等に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

ヤフー株式会社 

所在地 東京都千代田区紀尾井町 

窓 口 災害協定運用担当 

電話番号 03-6898-6763 

締結年月日 令和３年３月24日 

協定締結事項等 災害に係る情報発信 

 

5-1-27 災害時における救助犬出動の補助活動に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

災害救助犬 

サポーターズクラブ 

所在地 大槌町大町 

窓 口 代表 佐々木 光義 

電話番号 090-3144-3847 

締結年月日 令和３年３月25日 

協定締結事項等 災害救助犬出動時の補助活動 

 

5-1-28 災害時における電動車両等の支援に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手三菱自動車販売株式会社・

三菱自動車工業株式会社 

所在地 

①盛岡市南仙北 

②同上 

③東京都港区芝浦3-1-21 

窓 口 

①岩手三菱自動車販売 

②総務部長 恵津森 正行 

③三菱自動車工業総務渉外部 大石 博基 

電話番号 

①019-635-8487 

②080-6014-5325 

③080-1301-5406 

締結年月日 令和３年７月29日 

協定締結事項等 災害時の電動車両支援 
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5-1-29 大槌町と日本郵便との包括的連携に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

日本郵便株式会社 

（大槌郵便局） 

所在地 大槌町末広町 

窓 口 大槌郵便局 

電話番号 0193-42-2132 

締結年月日 令和２年11月５日 

協定締結事項等 日本郵便との包括的連携 

 

5-1-30 衛生安否確認サービス通信端末提供に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

内閣府 

（宇宙開発戦略推進事務局） 

所在地 東京都千代田区永田町 

窓 口 準天頂衛生システム戦略室 

電話番号 03-6257-1778 

締結年月日 令和３年10月22日 

協定締結事項等 衛生安否確認サービス通信端末提供 

 

5-1-31 災害時における宿泊施設の提供等に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

三陸花ホテル 

はまぎく 

所在地 大槌町浪板海岸 

窓 口 総支配人 立花 和夫 

電話番号 0193-44-2111 

締結年月日 令和４年10月17日 

協定締結事項等 災害時における宿泊施設の提供等 

 

5-1-32 自然災害時及び緊急漏水等の対応に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

（有）荒屋タイル店 

所在地 大槌町小鎚第26地割172-2 

電話番号 0193-42-6866 

締結年月日 令和４年４月１日 

協定締結事項等 自然災害時及び緊急漏水対応 

（有）トミーシステム 

所在地 大槌町小鎚第20地割49 

電話番号 0193-42-7603 

締結年月日 令和４年４月１日 

協定締結事項等 自然災害時及び緊急漏水対応 

（有）丸晴 

所在地 大槌町赤浜２丁目2-22 

電話番号 0193-42-6217 

締結年月日 令和４年４月１日 

協定締結事項等 自然災害時及び緊急漏水対応 

三浦設備（株） 

所在地 釜石市平田第２地割64-8 

電話番号 0193-26-5641 

締結年月日 令和４年４月１日 

協定締結事項等 自然災害時及び緊急漏水対応 
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5-1-33 自然災害時の対応に関する協定 

協定締結先 項 目 内  容 

高木電気管理事務所 

所在地 大槌町末広2-15 

電話番号 0193-42-3388 

締結年月日 令和４年４月１日 

協定締結事項等 自然災害時の対応 

細川電気管理事務所 

所在地 大船渡市松崎町高清水73-3 

電話番号 080-5587-8976 

締結年月日 令和４年４月１日 

協定締結事項等 自然災害時の対応 

 

5-2 災害等に関する覚書 

5-2-1 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

東日本電信電話株式会社 

(ＮＴＴ東日本) 

所在地 盛岡市中央通1-2-2 

電話番号 019-625-4960 

ＦＡＸ番号 019-629-1566 

締結年月日 平成25年11月27日 

協定締結事項等 特設公衆電話の設置・利用 

 

5-2-2 避難施設の鍵の管理に関する覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県立大槌高等学校 

所在地 大槌町大槌第15地割71-1 

電話番号 0193-42-3025 

締結年月日 平成25年４月25日 

協定締結事項等 避難施設の鍵の管理 

安渡町内会 

所在地 大槌町安渡2-11-1 

電話番号 0193-42-2111 

締結年月日 平成29年９月１日 

協定締結事項等 避難施設の鍵の管理 

沢山町内会 

所在地 大槌町大槌第15地割71-9 

電話番号 0193-42-2023 

締結年月日 平成29年12月１日 

協定締結事項等 避難施設の鍵の管理 

吉里吉里公民館長 

所在地 大槌町吉里吉里 

窓 口 吉里吉里分館長 

電話番号 090-1064-7903 

締結年月日 令和４年５月25日 

協定締結事項等 避難施設の鍵の管理 

赤浜自治会長 

所在地 大槌町赤浜 

窓 口 
①自治会長 天満 昭広 

②防災部長 中村 誠一 

電話番号 
①090-2790-7797 

②090-9531-1110 

締結年月日 令和４年５月27日 

協定締結事項等 避難施設の鍵の管理 
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5-2-3 施設使用に関する覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

臼澤 富久 

所在地 大槌町小鎚第20地割地内 

締結年月日 平成25年11月５日 

協定締結事項等 
防災用備蓄倉庫を設置するための土地の

借上げ 

宗教法人吉祥寺 

所在地 大槌町吉里吉里4-4-7 

締結年月日 平成25年11月５日 

協定締結事項等 
防災用備蓄倉庫を設置するための土地の

借上げ 

 

5-2-4 災害時における避難所に関する覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

臼澤 富久 

臼澤鹿子踊保存会 

所在地 大槌町小鎚第20地割地内 

締結年月日 平成26年３月25日 

協定締結事項等 避難施設としての活用 

宗教法人吉祥寺 

所在地 大槌町吉里吉里4-4-7 

締結年月日 平成26年４月１日 

協定締結事項等 避難施設としての活用 

 

5-2-5 ヘリコプター緊急離着陸場指定に関する土地利用についての覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

岩手県立大槌高等学校 

所在地 大槌町大槌 

窓 口 学校長 

電話番号 0193-42-3025 

締結年月日 平成30年10月23日 

協定締結事項等 
ヘリコプター緊急離着陸場指定に関する

土地利用 

 

5-2-6 三陸沿岸道浪板地区の緊急連絡路門扉に関する覚書  

協定締結先 項 目 内  容 

南三陸国道事務所 

所在地 釜石市鵜住居 

窓 口 南三陸沿岸国道事務所 

電話番号 0193-28-4731 

締結年月日 平成31年３月29日 

協定締結事項等 浪板地区緊急連絡門扉の利用 

 

5-2-7 小鎚第２トンネル電気室管理用スペースの利用に関する覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

南三陸国道事務所 

所在地 釜石市鵜住居 

窓 口 南三陸沿岸国道事務所 

電話番号 0193-28-4731 

締結年月日 平成31年３月29日 

協定締結事項等 
小鎚第２トンネル電気室管理用スペース

の利用 
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5-2-8 備蓄倉庫の鍵の管理に関する覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

県営屋敷前アパート 

自治会長 

所在地 大槌町大槌 

窓 口 会長 上野 峻斗 

電話番号 080-6009-4316 

締結年月日 令和２年４月１日 

協定締結事項等 備蓄倉庫の鍵の管理 

源水自治会長 

所在地 大槌町大槌 

窓 口 会長 越田 由美子 

電話番号 090-4552-4645 

締結年月日 令和３年２月12日 

協定締結事項等 備蓄倉庫の鍵の保管 

松の下町営住宅 

自治会長 

所在地 大槌町末広町 

窓 口 
①自治会長 上野 秀雄 

②自 治 会 中村 純子 

電話番号 
①080-1844-4451 

②090-6853-6011 

締結年月日 令和４年10月17日 

協定締結事項等 備蓄倉庫の鍵の保管 

 

5-2-9 桜木町三陸沿岸道路避難スペースの利用に関する覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

南三陸国道事務所 

所在地 釜石市鵜住居 

窓 口 南三陸沿岸国道事務所 

電話番号 0193-28-4731 

締結年月日 令和３年３月２日 

協定締結事項等 桜木町三陸沿岸道路避難スペースの利用 

 

5-2-10 津波災害時における緊急避難場所に関する覚書 

協定締結先 項 目 内  容 

阿部 三平 

所在地 大槌町小鎚 

窓 口 阿部 三平 

電話番号 
①0193-42-4451 

②090-5594-5539 

締結年月日 令和４年９月22日 

協定締結事項等 津波災害時における緊急避難場所の利用 
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  ６ 地区防災計画 
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